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115明治４年賎民廃止令の法的内容

と
い
う
制
約
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ

け
て
政
府
内
部
（
特
に
大
蔵
省
）
の
史
料
の
大
正
期
に
お
け
る
焼
失

は
、
大
き
な
壁
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
近
来
の
部
落
史
関
係
史
料
の

発
掘
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
特
に
地
方
研
究
に
数
多
く
の
成
果
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
地
方
研
究
に
よ
っ
て
発
掘

さ
れ
た
全
国
約
四
○
府
県
（
明
治
四
年
当
時
）
の
史
料
を
総
合
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
が
実
施
し
た
「
布
告
」
の
法
的
内
容
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
同
時
に
各
府
県
に
お
け
る
「
布
告
」
の

施
行
状
況
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
副
題
に
「
施
行
過

程
の
研
究
」
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
論
を
見
る
な
ら
ば
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
施

行
状
況
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
。
特
殊
な
過
程
を
持
つ
津
山
（
岡
山
）

・
山
口
・
高
知
県
等
の
例
に
つ
い
て
、
ま
た
「
布
告
」
へ
の
反
対
一

摸
に
つ
い
て
も
本
来
な
ら
ば
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
「
布
告
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
土
地
（
上
地
）
問
題
に
つ
い

て
も
割
愛
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
時
期
を
み
て
別
稿
を
準
備

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
「
布
告
」
の
法

的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
施
行
過

程
を
把
握
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
。

以
下
、
本
論
に
移
り
た
い
。

（
２
）
 

こ
の
大
蔵
省
に
よ
る
「
御
布
告
案
」
は
、
八
日
ｍ
一
一
一
一
日
に
大
久
保

利
通
・
井
上
馨
の
連
名
で
大
政
官
正
院
に
送
ら
れ
、
左
院
に
よ
っ
て

即
日
裁
可
さ
れ
て
い
ろ
。
そ
し
て
正
式
に
公
布
さ
れ
る
二
八
日
ま
で

の
六
日
間
に
、
原
案
は
い
く
つ
か
の
修
正
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

変
更
を
加
え
ら
れ
た
の
は
、
①
「
稜
多
非
人
」
の
あ
と
に
「
等
」
が

付
せ
ら
れ
た
こ
と
、
②
「
平
民
」
の
語
句
を
削
除
し
、
か
わ
り
に

「
民
籍
」
の
語
を
入
れ
た
こ
と
、
③
「
一
般
」
と
「
府
県
」
向
け
の

布
告
に
二
分
し
、
前
半
に
は
削
ら
れ
た
「
平
民
」
の
語
を
置
い
た
こ

と
で
あ
る
。

①
②
に
か
ん
す
る
検
討
は
後
に
譲
る
と
し
て
、
③
の
修
正
の
根
拠

は
、
大
蔵
省
原
案
で
は
行
政
機
構
に
た
い
す
る
「
取
扱
」
い
を
命
じ

た
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
｜
般
的
な
法
的
原
則
の
呈
示
を
欠
い

（
３
）
 

て
い
た
た
め
、
と
考
え
ら
れ
ろ
。

か
く
し
て
、
八
月
二
八
日
に
大
政
官
か
ら
発
せ
ら
れ
た
穣
多
・
非

人
等
に
関
す
る
「
布
告
」
は
、
廃
藩
置
県
か
ら
間
の
な
い
三
○
○
余

の
府
県
へ
と
伝
達
さ
れ
、
更
に
そ
の
管
下
の
人
民
へ
と
次
第
に
浸
透

さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。

当
時
の
布
告
や
達
が
大
政
官
か
ら
各
府
県
へ
と
伝
達
さ
れ
て
ゆ
く

方
式
は
、
今
日
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。
大
政
宮
は
、
三
○
九
府
県
の
上
に
立
つ
触

頭
一
一
四
県
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
た
月
当
番
の
三
県
に
た
い
し
て
布
告

等
を
伝
え
れ
ば
、
あ
と
は
三
県
か
ら
各
触
頭
県
を
通
し
て
全
国
へ
と

１ 
■
■
一

八
月
二
八
日
に
太
政
官
か
ら
発
布
さ
れ
た
「
布
告
」
の
文
面
は
次

（
１
）
 

の
よ
う
で
）
の
っ
た
。

布
告

穂
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
侯
条
、
自
今
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ

ル
ヘ
キ
事

同
上
府
県
へ

糠
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
候
条
、
一
般
民
籍
一
一
編
入
シ
、
身
分
職

業
共
都
テ
同
一
二
相
成
候
様
可
取
扱
、
尤
地
租
其
外
除
溺
ノ
仕

来
モ
有
之
候
ハ
、
引
直
シ
方
見
込
取
調
大
蔵
省
へ
可
伺
出
事

太
政
官
布
告
・
達
な
ど
を
、
県
や
官
省
の
対
象
別
に
分
け
て
告
知

す
る
方
法
は
、
当
時
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
二
股
」
と
「
府
県
」
に
分
け
て
公
布
す
る
と
い
う
形
式

は
き
わ
め
て
珍
し
い
。

最
初
、
こ
の
「
布
告
」
原
案
が
大
蔵
省
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と

き
、
文
面
は
単
一
で
あ
り
、
改
変
は
、
原
案
が
大
政
官
に
移
管
さ
れ

た
時
点
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

御
布
告
案

穣
多
非
人
ノ
称
被
廃
候
条
、
｜
般
平
民
一
一
編
入
シ
、
身
分
職
業

共
都
テ
同
一
一
一
相
成
候
様
可
取
扱
、
尤
地
租
其
外
除
濁
ノ
仕
来

モ
有
之
候
ハ
、
引
直
方
見
込
取
調
大
蔵
省
へ
可
伺
出
事

（
４
）
 

伝
達
さ
れ
た
ユ
ヘ
）
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
配
送
の
手
段
は
、
電
信
・
鉄
道
江

（
５
）
 

ど
が
、
｜
ま
だ
敷
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
・
馬
・
船
等
に
よ
っ
て
い
た
。

さ
て
、
各
府
県
に
届
け
ら
れ
た
大
政
官
か
ら
の
「
布
告
」
は
、
更

に
そ
の
管
轄
下
に
告
示
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
府
県
独
自
の
付

文
を
加
え
て
公
布
す
る
場
合
が
多
い
。
代
表
的
な
例
と
し
て
高
取
県

（
６
）
 

の
ふ
い
）
の
を
掲
げ
て
お
く
。

柏
原
技
郷
岩
崎
村

役
人
共

穣
多
非
人
之
称
被
廃
候
条
、
自
今
身
分
職
業
共
平
民
同
様
可
相

心
得
事

但
稔
多
非
人
等
之
称
被
廃
候
条
、
一
般
民
籍
一
一
編
入
シ
身
分

職
業
共
都
而
同
一
一
一
侯
様
可
取
計
事

辛
未一
八
月
太
政
官

右
之
通
被
仰
出
侯
間
、
其
旨
可
相
心
得
、
併
是
迄
其
一
村
限

リ
ー
ー
而
平
民
与
之
交
リ
無
之
事
故
、
不
心
得
之
も
の
可
有
之

哉
茂
難
計
侯
一
一
付
、
右
様
相
成
候
上
者
、
尚
更

天
恩
之
難
有
思
召
を
躰
認
シ
、
諸
事
別
而
相
慎
不
作
法
無
之
様

役
人
共
よ
り
教
諭
一
一
及
ひ
急
度
取
締
可
申
事

辛
未九
月
高
取
県

府
県
独
特
の
付
文
は
、
高
取
県
よ
り
短
い
も
の
か
ら
、
逆
に
松
山

「
布
告
」
の
形
式
と
伝
達
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「布告」の到達状況
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（
７
）
 

・
堺
両
県
に
お
け
る
長
文
の
諭
告
に
い
た
る
ま
で
、
様
式
多
肉
）
内
容
も

多
彩
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
①
「
稔
多
非
人
等
」
の
制
度
の
存
在

形
態
が
、
各
府
県
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
り
、
そ
れ
へ
の
具
体
的
対

応
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
、
②
「
布
告
」
を
受
け
と
め
る
府
県
の
官

吏
の
意
識
状
況
に
差
異
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
③
部
落
大
衆
と
一

般
農
民
等
の
対
立
に
は
地
方
的
・
歴
史
的
な
特
殊
性
が
あ
り
、
そ
れ

へ
の
配
慮
が
存
在
し
た
こ
と
等
、
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
各
府
県
に
お
け
る
多
少
の
独
自
性
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
実

⑥ 

宛先

⑤ 

差出人薑量薑､麓髻辮|府県名■府県の鬘示朋|所鼻＃’ 

⑦ 

典出

|蕊
部落の小頭

部落の小頭

部落の名主

９月４日

1０．９ 

９．２５ 

長
弾
県一戸

８月29日

９．８ 

９．２５以前

『因革史料」東京都公文書鎗蔵

埼玉県教育委員会『鈴木家文書』第一巻

尾崎行也「明治初期の『部落』解放運動(一)」『信濃』
２３－７ 

『上越市下箱井植木家文書』木下浩氏研究論文『信
濃』２７－１２

｢穣多非人等之称被廃侯義御布告井藤内屋舗調理一
件」『菊地家文書』富山大学付属図書館蔵

三重県厚生会編『三重県部落史料集』（近代編）

｢制度第七布令之二」『滋賀県史料」・『上坂本永
代記録帳』

｢布達要約」京都府立総合資料館蔵

奈良県同和事業史編纂委員会『奈良県同和事業史』
資料篇

『宇野勝氏所蔵文書』かつらぎ町史編集委員会『か
つらぎ町の歴史』３

幸田成友編『大阪編年史』（稿本）第101号、大阪市
史編纂所蔵
南王子村文書刊行会『南王子村文書」第五巻

｢諸事間尽扣」『兵庫県同和教育関係史料集』第二巻

『小野家文書』『兵庫県同和教育関係史料集』第三巻

『倉敷市史』第ｎ冊

｢御廻状写帳」『美作国勝南部行延村矢吹家文書』岡
山県文化センター郷土資料室マイクロ

｢御布告控」『池田家資料」鳥取県立博物館史料室蔵

｢御布令書井諸廻章写」『浦福田村文書」竹原書院図
書館蔵

『武田家文書』徳島県教育教育委員会『徳島県部落
史学習史料集』近代Ｉ

高市光男編著『愛媛部落史資料』

同上

１
４
６
 

１
９
６
 

２
 

浦和

小藷

2０１１１ 高田 ９．１９ 

ヨ菫以前■豊二
1０ 

部落の頭

部薄

一般の年寄

県
県
府

１０．２５ 

(5年)６．１６

６
８
 

都
取

一
宗
一
局

９．２５ ２０ 

２～3１ 

８
８
 

９．１９ 

９．－ 

五条： 2～31 ８ ９．－－ 

6～８ 

１９ 

２～３１ 

～2０ 

１６ 

２～3１ 

大阪

堺

兵庫

８
８
８
８
０
０
 

１
１
 

９．５，７ 

９．１８ 

９．－ 

９．１９以前

９．１５ 

９．－ 

現
さ
れ
て
ゆ
く
中
身
は
、
確
実
に
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
（
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
）
。

ま
た
、
府
県
管
下
へ
告
示
さ
れ
た
日
付
は
、
大
政
官
（
東
京
）
か

ら
触
頭
を
通
じ
て
渡
さ
れ
る
た
め
の
事
務
的
手
続
き
に
要
す
る
日
数

や
、
配
送
に
要
す
る
日
数
、
お
よ
び
管
下
に
布
達
す
る
た
め
の
措
置

に
必
要
な
日
数
等
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
に
、
か
な
り
の
ば
ら
つ

き
が
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
各
府
県
は
遅
く
と
も
、
一
○
月
末
日

ま
で
に
は
公
布
を
完
了
さ
せ
お
り
、
右
に
述
べ
た
理
由
以
外
ｌ
例
え

部落の庄屋

長

県
県
埋

９．１８ 

９．－ 

９．１９ 

部落と一般

一般の庄屋距石

倉敷

鶴田

鳥取

広島

名東

松山

ｕ
坐

11 

11 

９．１３ 

1０．１３ 

９．２２以前 ～2３ 1０ 

Ⅶ5,,以前|~至40 一般の庄屋大庄屋

戸長

川之江
出張所

１０．９ 

(5年)５．１７

１２．３ 

２
２
２
 

１
１
１
 二和曼!(奔歪:豆以前

238～268 

～6０ 一般の大庄屋Ｉ

鑿籔鷲iiiif:i1r二二ii菫::■
資料篇第一集・『同上』

状況」『部落解放史ふくおか』創刊号
福岡 １０゜ 32～6０ 1４ 

(注）「－」は「不明」を示す。



一ｌｂ
←
■
冒

白
Ⅲ

一
》
軟
現
・
薊
》
Ⅱ
弘
占
・
‐
い
、
．
。
！
．
…
’
’

０
ぞ
ら
む
』
争
年
Ａ

ｒ
け

119明治４年賎民廃止令の法的内容 118 
ぱ
意
識
的
な
抵
抗
に
よ
る
遅
延
は
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
を
示
す
の
が

表
の
①
②
番
で
あ
る
。
例
外
的
な
遅
れ
を
示
し
て
い
る
唯
一
の
例
と

し
て
宇
和
島
県
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
大
州
暴
動
（
四
年
八
月
）
に

よ
る
行
政
機
構
の
全
般
的
崩
壊
と
い
う
他
の
要
因
が
考
え
ら
れ
、
意

（
８
）
 

図
的
な
抵
抗
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
布
告
」
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
府
県
か
ら
公
布
さ
れ
て
い
る
事

実
は
、
当
時
大
政
官
か
ら
の
布
告
や
達
へ
の
抵
抗
が
府
県
段
階
に
お

い
て
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
京
都
府
は
、
四

年
四
月
の
戸
籍
法
に
反
対
し
て
約
一
○
か
月
の
間
（
翌
五
年
二
月
ま

で
）
数
度
に
わ
た
っ
て
意
見
書
を
政
府
に
提
出
し
つ
つ
、
そ
の
実
施

（
９
）
 

を
拒
否
し
続
け
て
い
た
。
ま
た
明
治
六
年
の
例
で
←
の
る
が
、
大
政
官

布
告
第
一
三
五
号
は
、
全
国
府
県
の
意
図
的
な
抵
抗
に
会
っ
て
挫
折

（
、
）

し
、
つ
い
に
撤
回
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
と
比
較
す
る
と
き
、
穣

多
。
非
人
等
に
か
ん
す
る
「
布
告
」
が
、
重
大
な
抵
抗
も
な
く
比
較

的
円
滑
に
施
行
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
の
方
に
、
む
し
ろ
注
目
す
べ
き

こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

表
④
⑤
⑥
番
に
は
、
府
県
か
ら
の
布
告
が
被
差
別
部
落
等
に
告
知

さ
れ
る
場
合
の
文
書
の
日
付
と
差
出
人
・
宛
先
を
記
し
て
お
い
た
。

こ
れ
は
、
各
府
県
か
ら
管
下
へ
の
伝
達
の
速
度
を
示
す
意
味
を
持
っ

て
い
る
が
、
史
料
の
発
掘
が
進
ん
で
お
ら
ず
不
十
分
な
表
と
な
っ

た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
重
大
な
遅
滞
は
見
ら
れ
ず
、
唯
一
の
例

外
と
し
て
大
津
県
（
詳
し
く
は
上
坂
本
村
八
木
山
部
落
）
が
あ
る
の

ま
た
、
右
に
み
た
上
坂
本
村
の
例
に
つ
い
て
も
、
一
般
村
民
が

「
布
告
」
の
伝
達
を
拒
否
す
る
背
景
に
、
同
様
の
「
布
告
」
に
た
い

す
る
「
過
大
」
な
評
価
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
「
布
告
」
は
、
法
的
に
み
て
ど
の
よ
う
な
内

容
を
本
来
待
つ
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題
の
検
討

に
移
り
た
い
。

（
１
）
「
布
告
」
の
適
用
範
囲
ｌ
「
稔
多
非
人
等
」
の
解
釈

ま
ず
、
「
布
告
」
の
冒
頭
に
は
「
藏
多
非
人
等
」
と
記
さ
れ
て
あ

り
、
法
が
対
象
と
す
る
適
用
範
囲
を
規
定
し
て
い
ろ
。
「
識
多
非

人
」
の
語
の
示
す
も
の
が
明
確
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
「
等
」
が
何

を
意
味
す
る
か
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
る
。
法
文
の
み
に
よ
っ
て
は
こ

の
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
布
告
」
の
施
行
過
程
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
「
等
」
の

意
味
が
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
次
の
引
用
は
岡
山
県
に
よ

（
“
）
 

っ
て
「
布
告
」
に
付
せ
ら
れ
た
独
自
の
付
文
で
）
の
る
。

｜
、
陰
陽
師
丼
説
教
・
隠
亡
等
之
称
廃
止
可
申
奉
存
候
、
左
候

ハ
、
社
寺
手
配
下
之
者
も
御
座
侯
得
と
も
、
自
今
其
村
所
之
差

配
二
可
仕
奉
存
候

こ
こ
で
は
、
「
布
告
」
の
対
象
と
し
て
「
雑
賎
民
」
と
呼
ば
れ
る

一
一
「
布
告
」
の
法
文
解
釈
と
施
行
過
程

Ｐ
 

Ｔ（』己
も
』

〆
『
も

み
て
あ
る
。
こ
れ
は
本
郷
の
上
坂
本
村
が
、
技
郷
と
し
て
の
八
木
山

部
落
へ
の
「
布
告
」
の
伝
達
を
拒
否
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
県
庁
か
ら
直
接
「
布
告
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
（
五
年
六
月
一

六
日
）
。
本
郷
の
上
坂
本
村
は
、
当
時
二
千
戸
を
越
え
る
大
集
落
で

あ
り
、
そ
の
力
を
背
景
に
し
て
は
じ
め
て
拒
否
が
可
能
で
あ
っ
た
と

（
、
）

考
え
ら
れ
ろ
。

ま
た
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
「
五
万
日
の
日
延
べ
事
件
」

は
、
そ
の
舞
台
を
奈
良
（
高
取
県
）
の
柏
原
技
郷
岩
崎
村
に
置
い
て

い
る
が
、
こ
れ
は
「
布
告
」
が
「
日
延
べ
」
に
な
っ
た
と
か
、
い
っ

た
ん
発
布
さ
れ
た
「
布
告
」
が
撤
回
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、
隣
村
の
庄
屋
が
、
す
で
に
「
布
告
」
を
受
け
取
っ
た
岩
崎
村
の

人
達
の
喜
び
に
水
を
差
す
た
め
に
語
っ
た
根
拠
の
な
い
流
言
に
す
ぎ

な
い
こ
と
が
今
日
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
高
取
県
の

（
辺
）

「
布
告
」
は
、
こ
の
岩
崎
村
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
で
》
の
ろ
し
、

伝
承
に
よ
れ
ば
、
庄
屋
の
流
言
を
聞
い
た
被
差
別
部
落
の
人
は
、
「
へ

（
垣
）

エ
ー
五
万
日
と
は
、
思
い
切
っ
た
日
延
べ
で
ご
ざ
い
ま
す
な
ァ
」
と

相
手
に
さ
え
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
「
事
件
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
性
格
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
日
ま
で
こ
の
「
事
件
」
は
、
庄
屋
に
よ
っ
て
実
際
に
「
日
延

べ
」
さ
れ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
形
で
記
述
さ
れ
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
「
布
告
」
へ
の
過
大
な
評
価
が
こ
う
し
た
粉
飾
を
ほ
ど
こ
す

こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

人
々
（
陰
陽
師
・
説
教
・
隠
亡
）
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判

タ
ン
カ
（
遁
）

明
す
る
。
名
東
（
徳
島
）
県
で
は
「
掃
除
・
猿
牽
・
探
禾
・
茶
笑
」

（
超
）

が
、
一
尺
都
で
は
「
夙
・
烟
亡
・
歴
代
・
掌
墓
・
産
所
・
巫
」
が
、
金

（
、
）

沢
県
で
は
「
藤
内
・
皮
田
・
物
圭
ロ
・
舞
々
」
が
、
岩
国
県
で
は
「
長

（
油
）

（
⑲
）
 

吏
・
茶
笑
」
が
、
鳥
取
で
は
「
鉢
屋
」
が
そ
れ
ぞ
れ
穣
多
非
人
に
加

え
て
「
布
告
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
ろ
。

こ
れ
ら
は
決
し
て
各
府
県
が
勝
手
な
判
断
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な

（
、
）

っ
た
ち
の
で
は
な
く
、
明
確
な
政
府
（
こ
の
場
合
担
当
は
大
蔵
省
）

の
指
示
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
引
用
文
は
『
明
治

史
要
』
（
明
治
九
年
刊
）
か
ら
で
あ
る
が
、
右
の
事
実
を
裏
付
け
て

い
ろ
。

（
辛
未
八
月
）
二
十
八
日
。
（
中
略
）
○
穣
多
、
非
人
等
ノ
称

ヲ
廃
シ
テ
悉
ク
民
籍
一
一
編
シ
。
地
租
燭
免
ノ
制
ヲ
寵
ム
濯
示
一
一
一

鎗計汚鄙泥棒郭沁一一檸権一糎禧泳弐郛一ハ壺咋樗誰鐘、
こ
こ
で
は
「
皮
作
等
雑
種
」
と
さ
れ
た
人
々
が
「
悉
ク
民
籍
一
一

編
」
入
さ
れ
た
こ
と
を
明
瞭
に
記
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
人
□

が
非
人
の
三
倍
を
は
る
か
に
超
え
る
ほ
ど
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
布
告
」
の
法
的
対
象
が
、
稚
多
・
非
人
の
み
な
ら

ず
雑
賎
民
を
含
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
共
通
項
と
な
る
べ
き
内
容
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て

「
賎
民
」
あ
る
い
は
「
賎
民
全
体
」
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
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多
非
人
」
と
だ
け
あ
っ
て
「
等
」
が
欠
除
し
て
い
た
。
し
か
し
公
布

ま
で
の
僅
か
の
日
数
の
間
に
修
正
を
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
型
）

「
布
告
」
は
よ
り
厳
密
な
表
現
を
獲
得
す
る
と
共
に
全
国
性
｛
と
得
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
等
」
と
い
う
た
ん
な
る
付
属
的
な
一
語
に
一
重
大
な
注
意
を
払
う

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
大
蔵
省
原
案
の
作
成
時
に
は
困
難
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ろ
。
し
か
し
、
四
年
四
月
に
発
布
さ
れ
た
戸
籍
法
の
立

案
者
や
そ
れ
に
関
わ
っ
た
官
吏
達
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で

に
通
過
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
戸
籍
法
で
は
明
確
に
「
稜

（
露
）

多
非
人
」
の
．
あ
と
に
「
等
」
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
一
戸
籍

法
は
、
そ
の
対
象
を
「
臣
民
一
般
鰭
議
蕊
琶
に
絞
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
積
多
非
人
等
」
を
法
の
適
用
外
に
置
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
ろ
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
に
、
「
布
告
」
は
八
月
一
三
日
に

そ
の
大
枠
を
承
認
さ
れ
て
の
ち
、
公
布
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
戸
籍

法
と
の
調
整
を
経
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。
そ
の
た
め
に
、
「
布
告
」

に
は
、
大
蔵
省
原
案
に
ま
っ
た
く
欠
除
し
て
い
た
「
民
籍
」
の
語
が

新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
布
告
」
は
、
隣
接
す
る
戸
籍
法
と
の
調
整
を
通
じ

て
、
法
と
し
て
よ
り
完
成
し
た
姿
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
そ

の
こ
と
は
、
裏
面
の
事
実
と
し
て
、
四
年
戸
籍
法
は
「
臣
民
一
般
」

の
概
念
を
拡
大
し
、
自
ら
の
う
ち
に
賎
民
全
体
を
包
含
し
た
の
で
あ

る
。

と
つ
ひ
と
つ
の
実
体
と
し
て
の
職
業
・
支
配
・
法
的
地
位
等
を
見
れ

ば
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
完
全
な
共
通
性
を
そ
れ
ら
の
内
部
に

見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
遍
的
性
格
を
賎
民
制

総
体
の
内
部
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
外
部
に
求
め
る
な
ら
ば
、

社
会
全
体
か
ら
「
人
外
」
あ
る
い
は
「
社
会
外
」
と
し
て
共
通
の
規

定
性
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
次
の
引
用
は
、

（
、
）

一
尺
都
府
か
ら
の
布
令
で
｝
の
る
（
傍
点
は
引
用
者
）
。

今
般
糠
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ

、
、
、
、
、

旨
被
仰
出
侯
、
付
而
ハ
左
之
称
呼
ノ
モ
ノ
士
〈
従
来
平
民
士
〈
不
歯

侯
得
共
無
謂
事
一
一
付
自
今
勿
論
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事

夙
烟
亡
歴
代
掌
墓
産
所
巫

（
中
略
）

辛
未
九
月
十
九
日

京
都
府

こ
こ
で
は
穣
多
・
非
人
と
合
計
六
種
類
の
賎
民
が
、
共
に
平
民
と

よ
わ
い

「
歯
」
（
仲
間
に
す
る
）
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
シ
の
る
。

他
府
県
に
お
い
て
も
次
に
示
す
よ
う
に
、
「
度
外
」
「
人
間
の
外
」

「
同
火
セ
ス
」
「
別
人
種
」
等
の
表
現
を
通
じ
て
、
｜
般
社
会
か
ら

の
隔
絶
を
示
す
賎
民
全
体
の
性
格
が
、
「
布
告
」
の
公
布
と
と
も
に

明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
（
既
出
の
高
取
県
の
布
達
も
参
照
）
。

、
、

従
来
番
人
非
人
番
之
者
共
、
村
方
二
於
テ
之
ヲ
度
外
一
一
置
キ
、

、
、
、
、

庶
民
共
二
歯
セ
サ
ル
ノ
悪
習
有
之
趣
無
謂
事
二
侯
（
一
一
一
重
県
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

数
百
年
各
種
汚
職
の
名
目
を
命
て
、
人
間
の
外
に
棄
て
ら
れ
た

、

フ
（
〕
族
（
大
阪
府
）

、

穣
多
非
人
等
ハ
其
職
業
ヲ
賎
シ
ク
シ
テ
、
（
中
略
）
白
］
然
卜
人

、
、
、
、

（
マ
マ
）

種
異
ナ
ル
ャ
ウ
ニ
成
り
、
我
モ
知
ラ
ス
、
彼
モ
知
一
ブ
ス
、
宣
府

、
、
、
、
、

、
、

モ
又
意
付
ス
シ
テ
、
終
二
四
民
ハ
交
際
ヲ
絶
テ
宣
府
ハ
帳
外
一
一

置
（
堺
県
）

人
民
一
般
信
仰
ス
ヘ
キ
神
仏
ヲ
モ
拝
ス
ル
事
能
ハ
ス
、
民
中
ノ

、
、

、
、
、
、
、
、
、

度
外
ニ
ァ
リ
、
（
中
略
）
平
民
卜
火
ヲ
同
ク
セ
サ
ル
モ
ノ
（
高

知
県
）

（。。》
、
、

｛
串
‐
古
以
来
念
謂
門
閥
種
族
之
様
相
心
得
随
習
（
広
島
県
）

、
、

総
て
人
間
交
際
の
道
阻
隔
こ
れ
無
、
ニ
こ
よ
う
（
兵
庫
県
）

、
、
、
、
、
、
、
、

か
く
同
し
万
物
の
霊
と
生
れ
１
‐
〕
者
を
、
鳥
獣
な
ど
の
別
種
類
の

如
く
賎
し
め
嫌
う
（
松
山
県
）

穣
多
を
指
し
て
人
な
り
と
い
へ
は
大
い
之
を
あ
や
し
む
（
神
山

（
亟
）

県
、
以
上
傍
点
は
司
引
用
者
）

こ
れ
ら
の
差
別
の
形
態
は
、
社
会
の
「
底
辺
」
と
い
う
よ
り
、
社

会
の
「
外
」
と
い
う
形
で
表
す
方
が
よ
り
適
切
で
あ
り
、
中
世
後
半

（
銅
）

か
ら
近
世
に
か
け
て
の
差
別
の
特
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
‐
〕
か

も
、
そ
れ
ら
は
特
に
近
世
に
至
っ
て
「
社
会
外
の
社
会
」
と
し
て
制

度
的
に
確
立
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
年
八
月
二
八
日
の
太
政

官
布
告
は
、
こ
れ
ら
の
賎
民
（
制
）
全
体
を
対
象
と
し
、
か
つ
そ
れ

ら
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
布
告
」
は
、
大
蔵
省
原
案
の
段
階
で
は
「
稜

（
２
）
称
号
廃
止
の
意
味
Ｉ
「
称
被
廃
候
」
の
解
釈

、

次
に
「
布
告
」
は
、
「
称
被
廃
侯
」
と
述
べ
て
、
賎
民
制
総
体
の

廃
止
を
宣
言
し
て
い
ろ
。

し
か
し
今
日
、
「
布
告
」
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
は
（
穣
多

（
顕
）

非
人
等
の
）
「
名
称
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

た
し
か
に
「
称
」
を
「
名
前
」
と
い
う
形
で
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
が
、
明
治
初
年
と
い
う
時
期
は
、
ま
だ
名
前
と
実
体
と

が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
「
称
」
の
廃
止
は
実
体
そ

の
も
の
を
も
廃
止
し
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
左
の
引
用
は
、

「
称
」
の
語
が
実
体
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

（
”
）
 

を
示
す
良
い
例
の
ひ
と
つ
で
｝
の
る
。

申
渡

乞
胸
頭
山
本
二
太
夫

今
般
麟
多
非
人
等
之
称
被
二
廃
止
一
一
般
平
民
え
編
入
シ
身
分
職

業
共
総
テ
同
一
相
成
侯
様
被
二
仰
出
一
も
有
し
之
一
一
而
ハ
、
自
今

、
、
、
、
、

乞
胸
頭
之
称
被
二
廃
止
一
侯
間
其
旨
可
レ
存
。

区
々
中
添
年
害

今
般
稜
多
非
人
之
称
被
一
一
廃
止
一
一
般
平
民
え
編
入
シ
身
分
職
業
、
、

辻
〈
総
而
同
一
相
成
候
様
被
二
仰
出
一
も
有
し
之
候
二
付
而
ハ
乞
胸

、
、

頭
之
義
も
被
二
廃
止
一
侯
問
、
是
迄
右
配
下
二
属
シ
侯
・
も
の
共

ハ
、
町
規
一
一
不
し
触
様
相
心
得
銘
々
勝
手
二
営
業
不
し
苦
事
。

こ
の
東
京
府
か
ら
「
二
太
夫
」
と
「
中
添
年
寄
」
と
に
宛
て
ら
れ
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た
「
申
渡
」
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
乞
胸
頭
之
称
」
と
「
乞
胸

頭
」
そ
の
も
の
と
が
ま
っ
た
く
同
一
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
「
布
告
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
称
」
の

語
も
同
様
に
解
釈
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
も
、
施
行
過
程
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
一
層
明
確
に
な

っ
て
く
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
賎
民
は
、
社
会
一
般
か
ら
の

排
除
と
い
う
共
通
の
規
定
を
受
け
る
と
共
に
、
近
世
を
通
じ
て
そ
の

、
、
、

排
除
の
形
式
を
制
度
的
に
明
確
に
さ
れ
、
そ
の
も
と
で
特
別
な
支
配

を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
居
住
地
の
隔
離
的
制
限
や

宗
門
人
別
帳
等
に
お
け
る
別
帳
化
と
い
う
、
社
会
か
ら
の
排
除
を
制

度
的
基
礎
と
し
つ
つ
、
賎
民
（
制
）
内
部
に
お
い
て
は
、
司
法
や
職

業
上
の
二
般
と
）
系
統
を
異
に
す
る
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
。
特

に
後
者
の
様
相
に
つ
い
て
は
全
国
的
に
み
て
地
域
差
が
著
し
い
が
、

そ
の
よ
う
な
志
向
性
を
普
遍
的
に
持
つ
も
の
と
し
て
、
近
世
的
賎
民

制
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
布
告
」
に
み
ら
れ
ろ
「
称
」
の
「
廃
止
」
は
、

こ
れ
ら
賎
民
制
度
全
体
の
具
体
的
廃
止
を
実
現
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
実
際
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
乞
胸
頭
と
い
う
賎
民
制

の
末
端
の
役
職
が
「
布
告
」
と
共
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
的

な
賎
民
制
の
典
型
を
示
す
弾
直
樹
の
役
所
（
そ
の
支
配
は
関
八
州
を

は
じ
め
一
一
一
か
国
に
及
ん
だ
）
は
、
「
布
告
」
の
公
布
と
ほ
ぼ
同
時

に
、
自
ら
の
終
え
ん
を
告
げ
知
ら
す
左
の
よ
う
な
文
書
を
各
地
に
送

屋
限
り
別
段
稔
多
庄
屋
組
頭
相
立
用
弁
致
来
侯
得
共
、
自
今
右

仕
来
を
廃
、
本
村
役
右
諸
事
可
遂
才
判
候
（
中
略
、
傍
点
引
用

者
。
）

未
十
一
月
福
岡
県

他
に
、
既
に
引
用
し
た
岡
山
県
の
例
の
よ
う
に
、
社
寺
支
配
下
に

あ
る
雑
賎
民
の
支
配
替
を
命
じ
る
も
の
も
あ
る
。

ま
た
「
支
配
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
場
合
、

頭
の
地
位
に
立
つ
者
に
司
法
権
（
裁
判
権
）
、
徴
税
権
等
が
許
さ
れ

る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
「
布
告
」
の
通
達
と
共
に
、
弾

直
樹
役
所
内
に
収
容
さ
れ
て
い
た
賎
民
の
囚
人
三
○
人
が
東
京
府
に

（
ｍ
）
 

移
監
さ
れ
て
い
る
し
、
他
の
権
限
も
｛
９
べ
て
急
速
に
消
滅
さ
せ
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

賎
民
制
は
、
こ
う
し
て
太
政
官
布
告
の
持
つ
強
力
な
法
的
拘
束
力

に
よ
っ
て
制
度
と
し
て
は
急
激
な
解
体
の
波
に
襲
わ
れ
、
消
滅
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
が
、
賎
「
称
」
廃
止
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
賎
民
制
は
同
時
に
右
の
よ
う
な
一
般
的
支
配
の
他

に
、
職
業
上
の
占
有
と
支
配
、
居
住
の
隔
離
制
限
や
別
帳
化
の
う
え

に
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
廃
止
」
と
い
う
点
で

は
支
配
と
同
様
で
あ
る
と
は
い
え
、
職
業
や
居
住
に
つ
い
て
は
完
全

な
〃
消
滅
〃
の
方
向
を
取
ら
ず
、
大
き
く
異
な
っ
た
様
相
を
示
す
。

以
下
、
逐
次
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
頭
）

っ
て
い
ｚ
〕
。

従
来
支
配
致
候
其
村
組
下
並
手
下
に
至
る
迄
、
先
般
相
達
侯

通
、
身
分
職
業
共
、
平
民
同
一
一
一
被
仰
付
侯
。
付
而
者
最
早
此

方
支
配
是
迄
与
相
心
得
、
以
来
其
地
方
官
庁
之
御
管
轄
請
侯
様

致
、
不
都
合
無
之
様
可
取
計
事
。

但
シ村
々
小
頭
江
相
渡
置
侯
支
配
証
文
並
筬
・
鑑
札
等
は
、
早

々
返
却
有
之
様
致
度
、
且
又
身
分
職
業
一
一
付
而
は
規
則
・

徒
等
都
而
相
廃
止
候
条
其
旨
相
心
得
、
是
又
不
都
合
無
之

様
可
致
事
。

直
樹
元
役
所

未
九
月
十
七
日

も
っ
と
も
、
賎
民
の
支
配
形
態
は
、
弾
左
衛
門
（
直
樹
）
の
よ
う

な
頭
に
よ
る
支
配
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
本
村
Ｉ
技
村
と
い
う
形
で

の
支
配
の
ほ
少
那
、
大
阪
の
南
王
子
村
の
よ
う
な
独
立
村
の
形
態
を

取
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
場
合
で
も
何
ら
か
の
形
で

「
別
系
統
」
の
支
配
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。
次
の
例

は
、
こ
う
し
た
支
配
形
態
の
い
っ
さ
い
に
終
止
符
を
打
つ
布
達
で

（
釦
）

シ
の
テ
Ｃ
Ｏ

．
、
、
、
、
、
、
、

今
般
穣
多
非
人
之
称
被
廃
候
二
付
、
従
前
一
村
立
候
積
多
村
、

役
人
撰
弁
申
付
方
共
平
民
同
様
可
取
計
儀
ハ
勿
論
之
事
一
一
侯
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

右
之
外
村
々
江
穣
多
居
住
致
侯
分
、
平
民
と
不
交
儀
二
付
大
庄

（
３
）
身
分
と
職
業
の
分
離
ｌ
「
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ

ル
ヘ
キ
事
」
の
解
釈

「
布
告
」
は
、
賎
民
制
総
体
の
廃
止
を
宣
言
し
た
の
ち
、
「
自
今

身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事
」
と
続
け
、
そ
れ
以
後
の
一
般

的
措
置
を
述
べ
て
前
半
を
結
ん
で
い
る
。

と
り
わ
け
て
こ
こ
に
記
さ
れ
て
あ
る
〃
平
民
化
〃
の
宣
言
は
、
当

時
に
あ
っ
て
も
、
そ
し
て
ま
た
多
く
の
場
合
今
日
ま
で
も
、
こ
の

「
布
告
」
を
〃
解
放
令
〃
と
着
す
ひ
と
つ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
ろ
。

、
、

「
布
告
」
は
賎
民
制
を
廃
止
す
る
と
辻
〈
に
、
平
民
へ
の
身
分
的
職
業

、
、

的
移
行
を
約
束
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
現
実
と
対
比
し
、

（
犯
）

「
解
放
令
は
一
片
の
空
文
で
し
か
な
か
っ
た
」
と
か
、
「
布
笙
□
」
の

完
全
実
施
や
経
済
的
裏
付
け
を
運
動
の
課
題
と
す
る
よ
う
な
論
理
が

存
立
し
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
布
告
」
が
不
完
全
実

施
に
終
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
「
布
告
」
へ
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
本
来
「
布
告
」
の
目
指
し
た
内
容
は
完
全
に

実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
施
行
過
程
の

究
明
を
通
じ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

文
面
に
は
「
身
分
」
「
職
業
」
と
あ
る
が
、
ま
ず
「
職
業
」
に
つ

い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

施
行
過
程
を
検
討
し
て
直
ち
に
明
ら
か
に
な
る
特
徴
的
事
実
は
、

「
元
賎
民
」
を
平
民
の
職
業
に
つ
け
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
措
置
が
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ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
一
部
の

「
賎
業
」
と
呼
ば
れ
る
職
業
は
固
く
禁
止
さ
れ
、
そ
の
職
か
ら
追
い

や
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

（
羽
）

一
、
辻
彗
云
・
門
芝
居
向
後
禁
止
之
事
（
京
都
）

｜
、
故
鉢
屋
・
非
人
共
（
中
略
）
旧
来
差
免
候
勧
進
等
も
差
止

侯
様
此
段
申
渡
し
、
活
計
の
道
相
立
侯
様
可
取
計
、
此
段
相
達

（
罪
）

候
事
（
鳥
取
）

同
様
の
通
達
は
他
に
神
奈
川
・
東
京
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
特
に
右
の
鳥
取
県
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
賎
業
そ
の
も

の
を
一
方
で
禁
止
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
は
行
政
的
措
置
を
通

じ
て
平
民
の
職
業
に
就
か
せ
ろ
な
ど
ま
っ
た
く
せ
ず
、
「
活
計
の

道
」
が
立
つ
よ
う
に
「
可
取
計
」
こ
と
を
命
じ
る
無
責
任
な
や
り
方

以
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
見
る
と
き
「
布
告
」
は
、
文
面
と
し
て
賎
民

制
の
廃
止
の
側
面
と
平
民
化
令
と
し
て
の
側
面
の
双
方
を
持
ち
な
が

ら
、
実
際
は
前
者
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で

あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
く
つ
か
の
賎
業
に
継
続
し
て
就
く
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
次
は
京
都

府
か
ら
穣
多
の
頭
村
で
あ
る
天
部
村
に
宛
て
た
「
新
平
民
ノ
条
規
」

（
弱
）

で
｝
の
る
。一
、
是
迄
身
分
二
付
府
庁
ヨ
リ
申
付
来
リ
候
役
用
一
切
差
免
侯

（
“
）
 

つ
い
て
は
、
松
山
県
か
ら
次
の
よ
う
な
布
令
が
出
》
こ
れ
て
い
る
。

一
、
識
多
之
（
名
）
自
被
廃
候
得
共
、
牛
馬
之
草
取
扱
井
履
直

等
之
儀
相
止
メ
ル
ー
ー
不
及
、
是
又
家
業
の
一
種
に
侯
へ
者
、

其
村
々
其
人
々
都
合
（
に
）
よ
り
当
時
迄
通
引
受
之
儀
者
相

対
次
第
勝
手
た
る
べ
き
事

こ
こ
で
は
、
あ
え
て
「
皮
革
」
や
「
履
直
」
の
職
を
「
相
止
メ
ル

ニ
不
及
」
と
強
調
し
、
「
家
業
の
一
種
」
だ
か
ら
自
由
な
取
引
で
あ

れ
ば
続
け
て
よ
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
論
理
は
、

先
程
の
京
都
府
か
ら
の
「
新
平
民
ノ
条
規
」
の
最
後
の
部
分
に
も
、

「
是
迄
之
職
業
ハ
即
平
民
之
職
業
」
と
い
う
形
で
記
さ
れ
て
あ
っ

た
。こ
う
し
た
一
連
の
事
態
を
見
る
と
き
、
賎
民
制
の
廃
止
と
い
っ
て

も
完
全
な
廃
止
で
は
な
く
、
一
部
は
賎
民
身
分
制
に
も
と
づ
く
拘
束

性
の
み
を
撤
廃
し
、
新
た
な
商
取
引
の
関
係
に
転
換
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
布
告
」
に
み
ら
れ
ろ
「
職
業
」
を

「
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
」
と
す
る
文
面
の
解
釈
も
、
よ
く
お
こ
な
わ

れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
平
民
の
職
業
に
就
か
せ
る
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
賎
民
と
平
民
と
の
間
の
職
業
的
障
壁
を
撤
廃

す
る
と
い
う
以
上
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
今

日
的
な
意
味
で
の
「
職
業
の
自
由
」
で
あ
る
。
次
の
京
都
府
の
布
達

（
⑰
）
 

は
右
の
こ
と
を
一
示
す
よ
い
史
料
で
あ
る
。

（
前
略
）

事

一
、
同
断
二
付
人
夫
銭
其
外
取
立
候
儀
向
後
一
切
禁
止
之
事

一
、
従
来
壱
ヶ
年
三
百
両
宛
下
ヶ
遣
候
処
、
自
今
廃
候
事

但
、
府
庁
用
一
一
召
遣
候
モ
ノ
ハ
改
テ
相
当
之
絵
料
可
下
遣
事

（
中
略
）

但
、
是
迄
之
職
業
ハ
即
平
民
之
職
業
一
一
付
、
不
及
相
改
、
弥

以盛大一一相成候様可致出精侯事京都府
辛
未
九
月

こ
の
布
達
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
①
「
布
告
」
に
よ

っ
て
、
下
級
刑
吏
等
の
職
業
の
賎
民
身
分
に
よ
る
占
有
が
廃
止
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
②
そ
れ
と
同
時
に
経
済
的
報
酬
も
当
然
打
ち
切
ら

れ
て
い
ろ
。
③
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
廃
止
の
側
面
は
、
身
分
制
度
的

な
範
囲
に
お
け
る
占
有
や
制
約
に
限
ら
れ
て
お
り
、
身
分
制
的
で
な

い
関
係
（
「
府
庁
用
一
一
召
遣
」
）
へ
の
転
換
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
他
府
県
に
も
非
常
に
多
く
見
受
け

ら
れ
る
。
右
と
同
様
の
刑
吏
に
関
す
る
も
の
で
は
、
そ
の
任
免
権
を

（
妬
）

（
郡
）

（
麺
）

戸
長
（
一
一
一
重
一
）
、
里
長
（
明
石
）
、
府
（
東
京
・
京
都
）
．
あ
る
い
は

村
の
衆
議
に
任
せ
る
形
（
京
都
）
で
継
続
的
使
用
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
京
都
府
は
、
非
人
身
分
に
認
め
て
い
た
小
便
桶
の
権
利
を
入
札

（
調
）

制
に
転
換
し
、
関
東
で
は
弾
左
衛
門
に
与
え
て
い
た
燈
心
の
専
一
一
元
（

貢
）
権
を
廃
止
し
な
が
ら
、
通
常
の
「
相
対
示
談
」
を
も
っ
て
す
る

（
㈹
）

商
取
引
の
関
係
と
し
て
は
詞
幽
め
て
い
る
。
一
ま
た
特
に
皮
革
の
仕
事
に

身
分
職
業
平
民
同
様
ト
被
仰
出
候
事
二
付
、
番
人
之
職
業
即

平
民
ノ
職
業
一
一
侯
間
、
其
儘
為
（
元
非
人
ニ
ー
引
用
者
）
相
勤

侯
ト
モ
、
又
ハ
改
一
ナ
他
ノ
平
民
ヲ
番
人
ニ
ィ
タ
シ
侯
ト
モ
、
其

村
之
衆
議
一
一
任
ス
ヘ
シ
、
（
中
略
）

右
之
通
諸
郡
江
無
漏
相
達
ル
者
也

辛
未
十
月

京
都
府

「
布
告
」
の
文
面
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
身
分
と
職
業
が
部
分

的
に
は
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
強
い
結
び
つ
き
に
置

か
れ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
松
山
県
や
京
都
府
が
敢
え
て
強
調
し
て
管
下
に
伝
え
た
の
も
そ

の
た
め
で
あ
っ
た
し
、
東
京
府
に
お
い
て
は
、
中
年
寄
か
ら
そ
う
し

（
伯
）

た
混
乱
を
一
示
す
文
書
が
上
げ
ら
れ
て
い
ろ
。

｜
、
元
非
人
頭
長
谷
部
善
七
被
下
地
新
吉
原
南
脇
九
百
坪
丼
千

束
村
耕
地
内
九
百
坪
、
右
両
所
共
被
下
地
之
内
溜
御
用
地
之
余

非
人
共
居
住
罷
在
候
得
共
、
民
籍
編
入
候
上
は
商
業
相
立
可
営

之
処
、
右
地
所
住
居
一
一
而
は
商
業
不
弁
利
之
地
故
、
追
々
町
地

え
散
住
可
仕
哉
（
中
略
）

（
明
治
四
年
）

第
六
拾
九
区

辛
・
一
木
九
月
廿
四
日

中
年
寄
丸
沢
喜
三
次
、

こ
こ
で
中
年
寄
丸
沢
喜
三
次
は
、
「
布
告
」
を
文
面
通
り
受
け
取

り
、
「
民
籍
編
入
候
上
は
商
業
相
立
可
営
」
と
、
平
民
（
商
人
）
へ

の
具
体
的
移
行
を
想
定
し
て
、
住
居
を
う
つ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と

伺
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
非
人
の
居
住
地
か
ら

－－－－ 
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こ
の
よ
う
に
、
明
治
政
府
は
、
「
布
告
」
の
公
布
当
初
か
ら
、
旧

い
近
世
的
な
（
身
分
と
職
業
・
居
住
を
不
可
分
と
す
る
）
身
分
関
係

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
明
確
に
近
代
的
な
、
職
業
や
居
住
と
分
離
し

た
身
分
関
係
の
も
と
に
「
布
告
」
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
身
分
職
業
共
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事
」
と
し
て

い
ろ
「
布
告
」
の
中
の
「
身
分
」
の
語
も
、
す
で
に
近
世
的
な
身
分

か
ら
居
住
・
職
業
の
制
限
を
取
り
除
い
た
「
近
代
的
身
分
」
と
で
も

呼
び
う
る
ち
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、

「
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事
」
の
解
釈
も
、
そ
う
し
た
「
身
分
」
に
、

平
民
の
身
分
法
を
適
用
す
る
と
い
う
形
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
概
念
操
作
を
必
要
と
す
る
問
題
を

明
確
に
布
達
す
る
こ
と
は
困
難
が
伴
う
。
そ
の
た
め
か
、
「
身
分
」

に
か
ん
す
る
規
定
を
「
布
告
」
に
付
け
加
え
て
い
る
の
は
、
唯
一
京

（
妬
）

都
府
だ
け
で
←
の
る
。

天
部
村

此
度
平
民
籍
一
一
相
加
候
条
、
兼
テ
農
商
間
江
相
達
置
候
諸
令
制

法
及
上
向
後
相
達
ル
事
件
都
テ
平
民
同
様
謹
テ
可
相
守
事

（
中
略
）

辛
未
九
月

京
都
府

こ
の
場
合
で
も
「
平
民
」
の
身
分
概
念
の
変
化
（
賎
民
身
分
概
念

に
変
化
が
起
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
の
編
入
さ
せ
ら
れ
た
「
平
民
」

概
念
に
も
変
化
が
起
っ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
）
に
ま
で
触

一
般
へ
の
移
転
を
、
商
業
に
と
っ
て
不
都
合
で
あ
る
と
い
う
理
由
で

説
明
し
て
い
る
が
、
近
世
的
な
身
分
制
は
職
業
の
み
な
ら
ず
居
住
制

限
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
身
分
の
平
民
化

は
、
当
然
居
住
地
の
平
民
地
へ
の
移
動
を
伴
う
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
右
に
少
し
遅
れ
て
（
二
九
日
）
提
出
さ
れ

（
“
）
 

た
、
同
じ
中
年
寄
か
ら
の
同
雪
国
で
あ
る
。

一
、
穣
多
非
人
之
義
は
、
従
前
市
中
河
岸
地
又
は
川
中
な
だ
れ

地
・
社
寺
境
内
等
、
普
通
之
町
地
ヲ
難
無
税
之
地
一
一
罷
在
候

故
、
｜
時
町
地
え
借
地
借
店
も
成
兼
侯
情
態
も
有
し
之
、
至
急

転
住
行
居
間
敦
一
一
付
、
先
シ
在
来
之
場
所
一
一
差
置
、
河
岸
地
又

は
附
属
地
住
居
人
之
名
録
一
一
差
加
置
可
レ
申
哉

こ
こ
で
中
年
寄
は
、
現
実
に
は
不
可
能
と
し
つ
つ
、
本
来
な
ら
ば

賎
民
を
「
至
急
転
住
」
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
て
賎
民
の
居
住
地
は
、
「
普
通
之
町
地
を
雛
」
れ
た

土
地
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
土
地
と
固
く
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
た
賎
民
身
分
が
平
民
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
借
地
借
店
」
な

ど
し
て
移
る
べ
き
と
す
る
の
が
、
近
世
的
法
体
系
に
忠
実
な
解
釈
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
明
治
政
府
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
す

で
に
政
府
は
、
身
分
と
居
住
な
ら
び
に
職
業
を
分
離
す
る
新
し
い
考

え
方
に
も
と
づ
い
て
「
布
告
」
の
施
行
を
指
導
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
ま
で
賎
業
と
さ
れ
て
い
た
職
業
に
継
続
し
て
就
く
こ
と

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
「
布
告
」
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
平
民
化
令
」
と
で
も
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
以
上
述
べ
て
き
←
』
狭
い
意

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

味
で
の
近
代
的
身
分
に
限
定
し
て
の
み
一
一
一
臣
い
う
る
こ
と
が
、
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
近
代
的
身
分
概
念
」

の
創
出
は
、
日
本
の
場
合
、
下
か
ら
で
は
な
く
武
士
階
級
か
ら
、
更

に
維
新
以
降
に
限
定
し
て
述
べ
る
な
ら
、
国
家
権
力
の
中
枢
か
ら
開

始
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
園
田
英

（
頓
）

弘
氏
が
「
郡
県
の
武
士
ｌ
武
士
身
分
解
体
に
関
す
る
一
考
察
」
で
詳

し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
省
略
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
民
衆
の

側
は
、
身
分
制
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
一
連
の
近
代
化
政
策
に
対

し
て
十
分
な
理
解
が
不
可
能
な
ま
ま
に
、
専
制
的
な
開
化
政
策
に
イ

ニ
シ
ャ
チ
ブ
を
握
ら
れ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
次
の
史
料
は

「
布
告
」
を
受
け
た
被
差
別
部
落
の
人
々
が
、
県
に
提
出
し
た
文
書

で
あ
る
が
、
「
布
告
」
の
文
面
を
ど
の
よ
う
に
大
衆
が
理
解
し
て
い

（
“
）
 

ろ
か
｛
き
よ
く
示
し
て
い
る
。

乍
恐
奉
差
上
書
付
之
覚

今
般
稜
多
非
人
之
称
御
廃
止
、
平
民
同
様
之
御
沙
汰
被
仰
出
難

有
奉
敬
承
候
、
自
今
病
死
馬
不
浄
物
捌
仕
侯
者
壱
人
茂
無
御
座

侯
、
尚
又
身
分
職
業
相
心
得
百
姓
出
精
専
一
之
程
一
層
示
合
、

小
前
末
々
一
一
至
迄
堅
く
相
守
り
可
申
侯
、
依
而
乍
恐
書
付
奉
差

上
侯
、
以
上

同
類
の
、
居
住
の
自
由
を
認
め
た
布
達
は
、
他
に
岡
山
・
京
都
・

東
京
に
残
さ
れ
て
い
ろ
。

を
認
め
た
京
都
。
松
山
・
明
石
。
度
会
等
の
布
達
は
、
「
布
告
」
の

府
県
下
へ
の
公
布
と
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
中
年
寄

に
混
乱
の
み
ら
れ
る
東
京
に
し
て
も
、
行
政
機
構
の
中
枢
に
混
乱
は

存
在
し
な
い
。

ま
た
、
居
住
地
と
身
分
の
分
離
に
つ
い
て
も
、
「
布
告
」
で
は
明

確
に
述
べ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
実
質
的
に
は
、
賎
民
と
平
民
と
の

移
動
に
お
け
る
障
壁
を
取
り
除
く
、
居
住
の
自
由
の
宣
言
と
し
て
の

明
確
な
方
向
を
も
っ
て
政
府
が
指
令
を
発
し
た
形
跡
が
各
地
に
存
在

す
る
。
次
の
引
用
は
、
議
多
身
分
の
一
般
村
へ
の
移
住
と
こ
れ
ま
で

（
媚
）

の
居
住
の
双
方
一
と
正
式
に
認
め
た
文
書
で
あ
る
。

稜
多
非
人
之
称
被
廃
、
｜
般
民
籍
一
一
編
入
、
身
分
職
業
共
平
民

同
様
可
取
扱
旨
御
布
告
之
趣
ハ
、
兼
而
相
達
置
候
通
一
一
侯
、
然

ル
ー
一
村
一
一
寄
、
散
田
作
方
荒
地
起
立
等
の
為
、
最
前
之
穂
多
、

（
而
）

村
内
移
住
入
作
為
致
、
別
一
エ
ハ
従
前
之
儘
二
差
置
侯
分
間
々
有

（
銃
）

之
、
此
節
四
民
一
移
土
地
二
就
而
ハ
、
戸
籍
御
編
成
二
相
成
に

付
而
者
、
右
等
之
分
都
而
其
村
民
籍
一
一
編
入
可
致
（
中
略
）

未
十
一
月

福
岡
県

郡肌一序寵中
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侯
ニ
ハ
、
此
度
出
格
二
身
分
御
取
立
被
成
下
侯
一
一
付
テ
ハ
、
今

日
ヲ
限
り
盗
賊
尋
方
乞
食
追
払
者
勿
論
、
死
牛
馬
取
捨
等
一
切

御
断
申
度
旨
申
立
侯
処
、
旧
平
民
ハ
眼
前
差
支
二
相
成
侯
一
一

付
、
人
気
弥
沸
騰
シ
、
旧
平
民
一
同
申
談
、
元
穣
多
共
へ
申
聞

候
ハ
、
此
度
身
上
り
致
候
得
共
年
来
勤
来
リ
ノ
兼
々
不
残
相
断

差
支
掛
ヶ
侯
上
ハ
当
方
一
一
テ
モ
以
来
田
畑
当
作
一
切
致
サ
セ
申

問
敷
、
当
野
山
芝
薪
等
追
而
地
面
引
分
遣
シ
侯
迄
堅
ク
立
入
申

問
敷
、
当
店
方
ニ
テ
何
品
モ
更
一
一
売
不
由
‐
旨
申
聞
置
候

部
落
大
衆
の
側
か
ら
す
る
、
「
此
度
出
格
一
一
身
分
御
取
立
」
し
て

い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
「
今
日
を
限
り
」
賎
業
は
断
り
た
い
と
い
う

申
出
（
こ
こ
に
は
身
分
と
職
業
を
結
び
つ
け
た
考
え
が
よ
く
表
わ
れ

て
い
る
し
、
ま
た
申
出
に
至
る
ま
で
に
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
村
民

同
志
で
の
固
い
約
定
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
）
に
対
し
て
、
農
民
の
側
は
、
直
ち
に
、
〃
そ
の
よ
う
な
行
動
に

出
る
な
ら
ば
〃
と
し
て
「
当
方
ニ
テ
モ
田
畑
当
作
一
切
致
サ
セ
申
間

敷
」
と
、
小
作
へ
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
賎
業
拒
否
を
農

民
化
の
宣
言
と
し
て
敏
感
に
受
け
取
っ
た
農
民
の
対
抗
策
で
あ
る
。

経
済
的
困
窮
と
没
落
の
進
む
一
般
農
民
の
状
態
に
あ
っ
て
、
村
外
に

追
い
や
っ
て
い
た
賎
民
の
村
内
へ
の
「
侵
入
」
と
受
け
取
ら
れ
る
部

落
大
衆
の
行
動
は
、
自
ら
の
経
済
的
基
盤
と
共
同
体
の
危
機
を
も
た

ら
す
「
傲
慢
」
と
映
る
。
そ
し
て
、
当
時
一
般
民
衆
の
理
解
を
超
え

（
、
）

た
一
連
の
近
代
化
政
策
に
不
安
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
農
民
は
、
こ
こ

明
治
四
年
辛
未
十
月
日

丹
波
国
氷
上
郡
池
尾
村
庄
屋
預
リ
年
寄
孫
三
郎
画

惣
代
伊
兵
衛
④

生
野
県
御
役
所

文
中
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
被
差
別
部
落
大
衆
は
、
「
布

告
」
の
趣
旨
を
「
病
死
馬
不
浄
物
取
捌
」
な
ど
の
賎
業
を
放
棄
し

て
、
「
百
姓
出
精
専
一
」
に
進
む
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
、
そ
の
誓

い
を
県
に
提
出
し
て
い
る
。
「
布
告
」
は
、
文
字
通
り
「
百
姓
化

令
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
民
衆

（
い
）

レ
ベ
ル
に
お
け
る
一
般
的
な
「
布
告
」
の
理
解
で
、
〉
の
る
。
そ
し
て
次

に
こ
う
し
た
基
調
に
立
っ
て
、
文
中
に
あ
る
「
示
合
」
を
共
同
体
の

内
部
で
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
。

約
定
書
之
事

一
、
旧
平
民
村
々
之
死
牛
馬
一
切
買
請
問
敷
候
也
、
尚
又
い
か

用
之
享
有
之
候
共
佐
用
之
場
ヘ
ハ
一
切
立
寄
問
敷
候
也
、
村
中

一
統
相
談
上
相
極
め
候
也
、
若
又
此
定
相
そ
む
き
者
ハ
、
金
八

（
而
力
）

円
あ
や
一
ま
り
料
と
志
当
役
入
所
へ
持
出
こ
う
さ
ん
仕
候
、
若
こ

（
マ
マ
）

う
さ
ん
も
せ
す
金
も
不
出
者
ハ
村
中
一
統
ハ
及
申
二
圭
じ
ん
頭
た

り
共
一
切
付
合
不
致
侯
也

右
之
通
相
守
侯
問
、
村
中
一
統
実
印
ヲ
以
連
印
仕
候
也

明
治
八
年
亥
十
月
廿
九
日

（
卯
）

（
以
下
一
八
名
の
氏
名
と
印
略
）

．
．
ｗ
’
Ｊ
・
●
が
ｎ
打
」
臼
呵
，
斜
『
Ⅱ
町
Ⅱ
則
口
如
川
イ
面
回
０
■
Ｕ
日
田
且
厄
川
■
灯
如
■
凡
ム
ニ
知
山
西
四
【

に
そ
の
「
実
体
」
の
何
で
あ
る
か
を
見
ろ
。
あ
と
は
具
体
的
な
き
っ

か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
｜
摸
の
最
中
で
の
「
布
告
」
反
対
の
要
求
や
部

落
襲
撃
は
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
て
近
代
化
政
策
は
、
部
落
と
農
民
の
側
と
の
双
方
に
混
乱

と
対
立
を
生
み
、
そ
し
て
そ
れ
が
民
衆
の
側
の
混
乱
で
あ
る
か
ぎ

り
、
政
府
は
容
易
に
一
連
の
一
摸
を
押
え
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
民
衆
内
部
の
対
立
の
う
え
に
政
府
は
近
代
化
の
攻
撃
を
進
め
る

こ
と
が
で
き
た
。
「
布
告
」
へ
の
反
対
一
摸
を
鎮
圧
し
た
飾
磨
県

は
、
管
下
の
「
旧
議
多
」
に
対
し
て
は
「
人
一
一
応
接
ト
イ
フ
テ
物
イ

ヒ
ヵ
ハ
ス
ニ
モ
前
々
ノ
身
分
ノ
程
ヲ
考
ヘ
テ
少
シ
モ
重
頭
ニ
ナ
キ

様
、
身
分
ヲ
引
下
ヶ
万
事
ヒ
ヵ
ヘ
メ
ー
一
致
セ
ョ
」
と
訓
告
し
、
農
民

に
対
し
て
は
「
穣
多
ト
婚
姻
ヲ
セ
ョ
ト
ノ
事
一
一
モ
ナ
ク
、
今
日
ヨ
リ

（
粟
）

友
達
卜
成
一
プ
別
段
懇
意
ニ
イ
タ
セ
ト
ノ
事
ニ
テ
モ
ナ
シ
」
と
な
だ
め

て
い
ろ
。
こ
れ
が
「
布
告
」
の
法
的
拘
束
力
の
枠
の
中
に
あ
る
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
明
治
政
府
は
、
一
連
の
一
摸
に
よ
っ
て
一

定
の
打
撃
を
受
け
つ
つ
も
、
農
民
と
被
差
別
部
落
と
の
対
立
に
助
け

ら
れ
て
「
布
告
」
の
法
と
し
て
の
内
実
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
、
す
な
わ
ち
近
代
化
を
め
ぐ
る
混
乱
に
助
け

ら
れ
て
、
闘
い
の
方
向
を
被
差
別
部
落
に
そ
ら
す
こ
と
が
で
き
た

（
特
に
美
作
の
血
税
一
摸
は
顕
著
で
あ
る
）
し
、
部
落
の
側
の
真
の

平
民
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
闘
い
は
、
｜
股
農
民
に
よ
る
殺
り
く

や
焼
き
打
ち
の
前
に
深
刻
な
後
退
を
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
て

こ
う
し
た
村
定
め
の
類
は
、
各
地
に
非
常
に
多
く
発
掘
さ
れ
て
い

ろ
。
約
定
に
違
背
し
た
者
に
罰
金
や
村
八
分
が
強
制
さ
れ
た
の
み
な

ら
ず
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
役
所
に
出
頭
し
、
謝
罪
す
べ
き
こ
と

の
定
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
布
告
」
へ
の
忠
誠
を
意
味
す
る
た
め
で

あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ
う
。

部
落
大
衆
は
こ
の
よ
う
に
「
布
告
」
を
理
解
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
「
布
告
」
を
出
し
た
力
あ
る
権
力
が
自
ら
の
背
後
に
ひ
か
え
て
い

ろ
と
考
え
、
そ
の
観
念
に
勇
気
付
け
ら
れ
て
平
民
と
し
て
の
振
舞
い

を
開
始
す
る
。
当
時
近
畿
か
ら
中
国
・
四
国
・
九
州
を
席
巻
し
た
、

い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
反
対
一
侯
の
基
盤
は
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
一
連
の
一
侯
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
う

が
、
今
日
ま
で
殆
ん
ど
謎
と
さ
れ
て
き
た
部
落
襲
撃
や
「
布
告
」
の

撤
回
要
求
の
原
因
は
、
被
差
別
部
落
の
み
な
ら
ず
一
般
の
農
民
も
含

め
て
、
「
布
告
」
を
近
世
的
法
概
念
の
も
と
に
解
釈
し
、
そ
の
も
と

に
行
動
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
瞭
に
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
部
落
の

側
か
ら
す
る
平
民
（
農
民
）
化
の
動
き
に
対
し
て
、
農
民
の
側
か
ら

す
る
同
様
の
「
布
告
」
理
解
に
の
っ
と
っ
た
拒
絶
と
し
て
て
あ
る
。

次
に
記
す
元
亀
山
県
出
張
所
か
ら
深
津
（
岡
山
）
県
に
宛
て
た
五
年

（
、
）

｜
月
の
「
届
書
」
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
ろ
。

元
当
管
内
備
中
国
下
中
津
井
村
元
稔
多
共
ヨ
リ
旧
平
民
エ
申
出
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異
な
る
取
扱
い
を
命
じ
て
い
た
（
第
三
―
―
則
）
が
、
「
布
告
」
の
発

令
に
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
は
戸
籍
法
か
ら
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
布
告
」
の
発
布
は
戸
籍
法
に
五
か
月
近
く
遅
れ
て
お

り
、
県
に
よ
っ
て
は
、
す
で
に
法
に
の
っ
と
っ
て
具
体
的
な
編
成
作

業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
若
干
の
混
乱
を
示
す
例
が
長

野
・
福
岡
等
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
壬
申
戸
籍
の
編
成

が
完
了
す
る
時
点
ま
で
に
は
、
編
入
作
業
は
完
全
に
実
施
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
戸
籍
法
に
お
い
て
「
臣
民
一
般
」

か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
賎
民
は
、
「
人
外
の
人
」
・
「
社
会
外
の
社

会
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
賎
民
と
し
て
の
も
っ
と
も

根
底
的
な
制
度
的
規
定
を
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
問
題

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
平
民
へ
の
編
入
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
が
、
「
布
告
」
は
、
二
般
民
籍
」
へ
の
編
入
と
「
平

民
」
へ
の
そ
れ
と
、
二
つ
の
概
念
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

四
年
戸
籍
法
は
、
属
人
主
義
に
も
と
づ
い
て
身
分
ご
と
に
分
け
て

作
成
さ
れ
た
そ
れ
ま
で
の
一
戸
籍
と
異
な
り
、
属
地
主
義
に
も
と
づ
い

た
編
成
に
も
っ
と
も
中
心
的
な
特
色
を
有
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

身
分
記
載
を
戸
籍
面
か
ら
抹
消
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
地
番
ご
と

に
族
籍
（
華
士
卒
平
民
等
の
身
分
）
を
記
載
す
る
方
式
へ
の
位
相
の

転
換
を
意
味
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
戸
籍
の
記
入

に
明
治
政
府
は
、
「
布
告
」
の
公
布
と
同
時
に
勧
進
・
辻
芸
・
門
芝

居
等
の
「
賎
業
」
を
、
〃
「
平
民
」
に
な
っ
た
上
は
〃
と
し
て
禁
止

し
、
他
方
、
当
面
必
要
な
「
賎
業
」
に
つ
い
て
は
「
是
迄
ノ
職
業
ハ

即
平
民
の
職
業
」
と
言
い
換
え
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
取

引
の
関
係
の
も
と
に
転
換
さ
せ
て
存
続
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
「

元
賎
民
」
の
職
業
と
し
て
残
す
べ
き
か
否
か
の
選
択
は
、
そ
の
時
点

（
艶
）

で
の
国
家
か
ら
す
る
必
要
性
の
判
断
に
依
存
し
て
お
り
、
商
取
引
の

関
係
で
の
旧
態
の
温
存
は
、
任
免
権
等
が
賎
民
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
創
出
さ
れ
て
ゆ
く
国
家
機
構
か
ら
、
実
際

的
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
ゆ
く
端
緒
と
な
っ
た
。
警
察
機
構
の
創
設
。

，
（
弱
）

整
備
の
中
で
下
級
刑
吏
の
仕
事
は
部
落
大
衆
か
ら
外
さ
れ
、
皮
革
産

業
は
、
軍
事
用
品
の
生
産
を
中
心
と
す
る
国
家
と
結
び
つ
い
た
資
本

（
記
）

に
奪
わ
れ
、
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
近
世
的
身
分
関
係
か
ら
近
代

的
身
分
関
係
へ
の
転
換
は
、
当
時
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
家
の
専
制
と

横
暴
に
新
た
な
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
臣
民
へ
の
編
入
・
統
合
’
二
般
民
籍
二
編
入
シ
」

の
解
釈

「
布
告
」
の
前
半
を
終
り
、
次
に
「
府
県
へ
」
の
部
分
に
移
り
た

い
。こ
の
後
半
部
は
、
そ
の
宛
先
が
示
す
よ
う
に
、
行
政
機
構
に
た
い

し
て
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
だ
け
具
体
的
・
積
極
的
な
意
味

者
に
は
、
各
「
家
」
に
そ
れ
ぞ
れ
身
分
を
記
入
す
る
慣
習
的
圧
力
が

働
く
。
壬
申
戸
籍
の
一
部
に
見
ら
れ
る
と
い
う
「
新
平
民
」
「
元
稔

多
」
等
の
差
別
的
記
載
は
、
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
｜
般
民
籍
へ
の
編
入
と
い
う
行
政
的
措
置
そ
れ
自

身
は
、
戸
籍
法
の
性
格
か
ら
み
て
、
か
な
ら
ず
し
も
身
分
的
差
別
を

撤
廃
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
戸
籍
へ
の
編
入

だ
け
を
（
仮
に
）
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
「
稔
多
非
人
等
」
の
名
称

の
ま
ま
で
戸
籍
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ろ
。

し
か
し
、
す
で
に
詳
細
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
職
多
非
人
等
」
の

賎
民
は
、
「
社
会
外
」
と
い
う
現
定
を
そ
の
存
立
の
基
礎
に
持
っ
て

い
る
存
在
で
あ
り
、
一
般
民
籍
へ
の
編
入
と
い
う
「
社
会
内
」
へ
の

組
み
入
れ
は
、
賎
民
制
そ
の
も
の
と
根
底
的
に
相
容
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
賎
民
独
自
の
支
配
機
構
も
ふ
く
め
て
賎
「
称
」
は
廃
止
さ

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

推
論
が
長
く
な
る
が
、
右
の
前
提
に
立
つ
か
ぎ
り
、
純
論
理
的
に

は
、
「
稔
多
非
人
等
」
に
か
わ
る
別
の
名
称
を
つ
け
て
入
内
に
組
み

入
れ
、
戸
籍
に
編
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ

は
筆
者
の
空
論
で
は
な
く
、
す
で
に
明
治
四
年
の
一
月
１
三
月
の
問

に
、
大
江
卓
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
民
部
省
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て

（
顕
）

次
の
よ
う
な
同
書
を
大
政
官
に
提
出
し
て
い
る
。

内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
「
布
告
」

が
ど
う
し
て
も
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
示
し
て
い
ろ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
「
大
蔵
省
原
案
」
が
ほ
と
ん

ど
「
布
県
へ
」
の
布
告
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

お
り
、
こ
の
部
分
は
「
布
告
」
全
体
の
中
で
付
け
足
し
の
よ
う
な
位

置
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
根
幹
を
な
し
て
お
り
、
か
つ
大
き
く

重
点
を
置
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
「
府
県
へ
」
の
布
告
を
「
民
籍
へ
の
編
入
」
と
「
租
税
の

徴
収
」
の
部
分
に
分
け
て
検
討
し
た
い
。

「
一
般
民
籍
一
一
編
入
シ
」
と
い
う
布
令
を
受
け
て
、
各
府
県
は
戸

籍
編
入
の
具
体
的
指
示
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
次
は
神
山
県
の
例
で

（
師
）

｝
の
る
。

（
戸
籍
編
成
に
つ
き
）
下
谷
村
よ
り
八
倉
迄
六
ヶ
材
共
、
七
拾

一
一
一
区
と
御
改
二
付
、
下
三
谷
村
壱
番
屋
敷
よ
り
右
六
ケ
村
共
悉

皆
早
々
番
号
相
定
〆
度
侯
間
、
元
稔
多
非
人
一
一
至
迄
御
定
可
有

之
（
以
下
略
）

こ
う
し
た
指
示
は
、
他
の
問
題
と
比
較
し
て
非
常
に
多
く
見
ら

れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
一
五
府
県
が
判
明
し
て
い
る
。
政
府
が
こ
の
点

に
、
「
布
告
」
の
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

明
治
四
年
四
月
公
布
の
戸
籍
法
は
、
稔
多
非
人
等
の
一
般
臣
民
と
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従
来
稜
多
之
類
ハ
ー
種
之
晒
族
卜
致
シ
、
平
民
ト
交
際
ヲ
禁

シ
、
別
火
ヲ
以
飲
食
罷
在
候
仕
来
リ
ニ
御
座
候
得
共
、
元
来
無

謂
レ
義
ニ
テ
隆
盛
之
今
日
二
当
り
断
然
平
民
一
途
一
一
御
同
視
被

遊
候
ハ
テ
ハ
不
相
済
事
ト
存
候
、
乍
去
旧
染
之
弊
習
一
一
御
座
侯

、
、
、
、
、
、
、
、
、

得
ハ
人
情
之
不
折
合
モ
可
有
之
一
一
付
、
差
向
穣
多
之
名
目
ヲ
廃

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

止
更
一
一
□
民
ト
唱
へ
、
身
分
ノ
儀
ハ
先
以
平
民
ヨ
リ
一
等
下
モ

、
、
、

一
一
差
置
（
以
下
略
、
傍
点
引
用
者
）

「
□
」
は
、
ま
だ
賤
称
に
か
わ
る
名
前
が
決
っ
て
い
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
ろ
。
結
果
と
し
て
こ
の
民
部
省
案
は
太
政
官
に
よ
っ
て
否

（
弱
）

定
さ
れ
る
が
、
理
由
は
、
当
時
の
身
分
制
一
と
単
純
化
し
て
ゆ
く
方
向

に
逆
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

し
か
し
、
は
か
ら
ず
も
、
「
新
民
」
な
い
し
「
新
平
民
」
な
ど
の

名
称
が
、
民
部
省
案
の
空
白
（
□
）
を
埋
め
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と

を
、
今
日
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
書
中
に
見
ら
れ
る
よ

し

う
に
、
「
□
民
」
は
「
身
分
」
と
し
て
「
平
民
ノ
｜
等
下
モ
ニ
」
に

位
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
「
布
告
」
公
布
後
の
「
新
（
平
）

民
」
の
位
置
を
明
瞭
に
指
し
示
し
て
い
る
。
「
布
告
」
は
、
「
社
会

外
」
の
賎
民
を
編
入
し
、
国
家
を
頂
点
と
し
た
社
会
の
最
底
辺
に
置

き
換
え
た
の
で
あ
る
。

「
新
（
平
）
民
」
と
い
う
語
は
、
「
布
告
」
の
公
布
当
時
、
元
賎

民
と
一
般
民
衆
の
対
立
の
中
で
、
両
者
を
区
別
す
る
用
語
と
し
て

「
旧
民
」
・
「
新
民
」
あ
る
い
は
「
旧
平
民
」
。
「
新
平
民
」
と
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
除
地
の
あ
る
県
で
は
厳
密
な
調
査
を
お
こ
な

い
、
「
布
告
」
の
命
じ
る
と
お
り
に
大
蔵
省
に
報
告
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
文
書
の
発
掘
さ
れ
て
い
る
府
県
名
と
し
て
、
岐
阜

（
印
）
‘

・
東
京
・
品
川
・
神
山
・
広
島
・
京
都
・
岡
山
等
｛
ご
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
「
布
告
」
の
こ
の
部
分
が
決
し
て
全

体
の
付
け
足
し
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
否
、
む
し
ろ
、
身
分
法
と
税
法
と
い
う
一
見
異
質
な
も
の
の

混
在
こ
そ
が
、
逆
に
両
者
の
深
い
結
び
つ
き
を
暗
示
し
て
い
ろ
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
結
び
つ
き
と
い
う
の
は
、
賎
民
の
除
掲
制
の
廃
止
が
、
「
布

告
」
の
身
分
制
に
か
ん
す
る
条
文
の
制
定
に
と
っ
て
重
大
な
契
機
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
契
機
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
前
者
の
廃
止
が
賎
民
身
分
の
撤
廃
を
直
接
意
味
し
な

い
か
ら
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
的
に
は
、
重
大
な
引
き
金

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
「
解
放
令
』
の
成
立
過
程
の

（
、
）

研
究
」
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が
、
一
見
結
び
つ
か

な
い
異
質
な
両
者
を
結
合
し
た
の
は
土
地
の
商
品
化
（
翌
五
年
、
地

所
永
代
売
買
の
禁
の
解
除
）
に
む
け
た
準
備
で
あ
っ
た
。
土
地
の
商

品
化
が
な
ぜ
賎
民
制
と
矛
盾
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
居
住
制
限

や
職
業
的
制
限
を
無
効
に
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
賎
民
を

人
外
に
追
い
や
る
形
で
の
支
配
が
不
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

い
か
ら
で
あ
り
、
に
も
⑫

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

’ 
し
て
賎
民
を
「
入
内
」
「
社
会
内
」
に
組
み
込
ん
だ
新
た
な
支
配
体

制
に
転
換
す
る
必
要
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。

前
項
で
述
べ
た
「
戸
籍
」
へ
の
編
入
の
意
味
す
る
も
の
は
、
た
ん

に
帳
簿
上
の
問
題
で
は
な
く
、
戸
籍
法
（
第
一
則
）
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
戸
長
を
最
末
端
と
す
る
新
た
な
国
家
支
配
体
制
へ
の
組
み
込

（
唾
）

み
で
も
←
の
っ
た
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
「
布
告
」
が
具
体
的
に
目
指
し
、
法
的

拘
束
力
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
内
容
は
、
「
土
地
の
商
品
化
」
に
と

っ
て
障
害
と
な
る
近
世
的
賎
民
身
分
制
の
諸
側
面
を
解
除
す
る
も
の

以
上
で
は
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
「
布
告
」
は
そ
の
よ
う
な
性

格
の
法
令
と
し
て
完
全
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

こ
の
こ
と
は
、
「
布
告
」
の
成
立
が
「
土
地
の
商
品
化
」
の
事
舅
態
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
も
っ
と
も
よ
く
証
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
５
）
地
租
免
除
の
廃
止
ｌ
「
地
租
其
外
除
鑓
ノ
仕
来
毛
：

…
大
蔵
省
へ
可
伺
出
事
」
の
解
釈

て締め括られている。ケン
「
布
告
」
の
最
後
は
、
「
除
燭
」
（
租
税
の
免
除
）
の
廃
止
に
よ
っ

こ
の
部
分
は
、
「
布
告
」
全
体
の
文
章
の
流
れ
か
ら
見
て
も
、
ま

た
対
象
が
租
税
に
関
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
身
分
制
に
関

連
す
る
他
の
部
分
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。

ま
た
除
燭
制
の
廃
止
と
賎
民
制
の
撤
廃
と
が
内
的
に
結
合
す
る
と

は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
ず
、
除
地
等
を
持
た
な
い
賎
民
は
か
な
り
多

く
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ろ
。
几

う
形
で
対
に
使
わ
れ
、
そ
し
て
時
間
の
経
過
と
共
に
「
旧
民
」
「
旧

平
民
」
の
語
が
次
第
に
消
滅
し
て
ゆ
く
中
で
浮
上
し
た
語
句
で
あ

る
。し
か
し
、
「
新
（
平
）
民
」
は
、
す
で
に
過
去
の
藏
多
非
人
等
の

賎
民
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
そ
れ
は
、
第
一
義
的
な
規
定
と
し
て

の
「
社
会
外
」
の
形
態
を
失
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
居
住

や
職
業
的
な
制
約
を
取
り
払
わ
れ
た
近
代
的
身
分
で
あ
り
、
法
的
な

支
配
と
し
て
は
平
民
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
身
分
で
あ
る
。
だ
が
こ
う

し
た
断
絶
面
を
持
ち
つ
つ
、
近
世
的
な
賎
民
は
、
「
布
告
」
を
通
過

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
へ
の
歩
み
を
「
新
（
平
）
民
」
の
名
の

も
と
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
布
告
」
は
、
近
世
的
な
賎
民
一
般

の
根
底
的
性
格
で
あ
っ
た
「
人
外
」
・
「
社
会
外
」
と
い
う
差
別
的

規
定
の
上
に
立
つ
賎
民
制
を
廃
止
し
、
近
代
的
身
分
と
し
て
臣
民
一

般
の
中
へ
と
統
合
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
布
告
」

は
、
賎
民
を
、
国
家
を
頂
点
と
し
た
社
会
の
最
底
辺
に
移
し
か
え
ろ

三
略
称
の
問
題
Ｉ
ま
と
め
に
か
え
て
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割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
布
告
」
は
、
こ
う
し

た
意
味
あ
い
を
持
つ
変
革
法
と
し
て
、
強
力
に
か
つ
完
全
に
実
現
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
右
の
法
的
拘
束
力
に
含
ま
れ
な
い
賎
民
制
的
諸
側

面
（
た
と
え
ば
差
別
的
慣
習
）
の
解
体
に
た
い
し
て
「
布
告
」
が
持

つ
関
係
は
、
き
わ
め
て
暖
昧
な
も
の
と
な
る
し
か
な
い
。
静
岡
県
・

（
園
）

松
山
県
・
右
鉄
県
・
宇
和
島
県
・
堺
県
な
ど
の
「
布
告
」
に
か
ん
す

る
諭
告
に
は
、
差
別
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
比
較
的
積
極
的
な
姿
勢

が
う
か
が
え
る
が
、
高
知
県
・
山
口
県
・
飾
磨
県
・
高
松
県
・
高
取

（
“
）
 

県
・
安
濃
津
県
等
の
諭
笙
□
に
は
、
逆
に
差
別
的
な
慣
行
一
缶
温
存
し
よ

う
と
す
る
強
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
問
題
に
か
ん
す

る
政
府
の
側
か
ら
す
る
指
令
そ
の
も
の
が
欠
除
し
て
い
た
か
ら
で
あ

り
、
そ
こ
に
各
府
県
の
官
吏
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
が
入
り
込
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
、

「
布
告
」
が
、
当
初
問
題
に
し
な
か
っ
た
差
別
の
諸
側
面
ま
で

（
形
式
的
で
あ
れ
）
廃
止
・
禁
止
す
る
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
「
解

（
“
）
 

放
令
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
一
○
年
頃
で
←
の
る
。
そ

れ
は
「
布
告
」
の
公
布
後
約
半
世
紀
の
ち
に
あ
た
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
明
治
初
年
に
お
い
て
は
、
「
布
告
」
に
関
す
る
中
央
・
地
方
の

諸
文
書
の
中
に
は
、
「
解
放
」
の
語
句
を
ひ
と
つ
と
し
て
（
す
く
な

く
と
も
筆
者
は
）
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
そ
の
か
わ
り
に
、

平
民
・
民
籍
等
へ
の
「
編
入
」
、
な
い
し
「
称
号
廃
止
」
の
語
が
頻
繁

ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
一
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
八
月
一
一
一
八
日
に
公
布
さ
れ

た
稜
多
非
人
等
に
か
ん
す
る
大
政
官
布
告
に
た
い
し
て
、
「
解
放

令
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
こ
と
は
、
歴
史
上
の
用
語
と
し
て
不
適

当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
か
わ
る
名
称
と
し
て
、
十
分
納
得
の
い
く
も
の
が
見
出
せ

（
顕
）

な
い
で
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
「
賎
民
（
制
）
廃
止
令
」
と
い
う

呼
び
方
を
、
「
布
告
」
の
内
容
と
矛
盾
し
な
い
略
称
と
し
て
推
薦
し

う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
史
料
収
集
に
便
宜
を
は
か
っ
て
下
さ
っ

た
部
落
解
放
研
究
所
図
書
資
料
室
、
京
都
部
落
史
研
究
所
、
奈
良
県

部
落
解
放
研
究
所
、
広
島
部
落
解
放
研
究
所
、
大
阪
市
史
編
纂
所
、

大
阪
市
教
育
研
究
所
、
高
市
光
男
氏
、
渡
辺
広
氏
、
宮
田
伊
津
美

氏
、
掘
田
暁
生
氏
の
方
々
に
、
ま
た
大
会
報
告
に
む
け
て
諸
事
鞭
燵

し
て
下
さ
っ
た
大
阪
歴
史
学
会
近
代
史
部
会
の
方
々
に
、
そ
し
て
指

導
・
助
言
を
い
た
だ
い
た
関
西
大
学
の
小
山
仁
示
先
生
・
小
田
康
徳

先
生
に
、
紙
面
を
借
り
て
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

ヘヘヘ註
３２１ 
、=〆、.〆、.ノ

『
大
政
類
典
』
第
二
編
第
一
三
巻
八
月
一
一
八
日
。

『
公
文
録
』
「
辛
未
八
月
大
蔵
省
同
」
第
一
九
。

『
法
令
全
書
』
第
四
巻
に
よ
る
と
「
布
告
」
の
後
半
に
○
印
が
付

（
“
）
 

に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
）
。
こ
れ
は
、
「
布
二
口
」
の
性
格

・
内
容
を
考
え
る
う
え
で
、
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
事
実
で
あ
る
。

一
方
、
明
治
四
年
当
時
、
「
解
放
」
な
い
し
「
解
き
放
ち
」
と
い
う

表
現
は
、
非
常
に
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
対
象
は

娼
妓
、
下
人
、
罪
人
等
で
あ
る
。
と
り
わ
け
娼
妓
の
場
合
は
、
「
娼

妓
解
放
令
」
と
い
う
言
葉
が
明
治
五
年
一
○
月
の
そ
の
布
告
公
布
当

時
か
ら
積
極
的
に
使
わ
れ
、
関
連
す
る
諸
文
書
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に

は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
「
解
放
」
の
語
を

（
師
）

見
出
す
こ
と
が
で
今
さ
る
。
そ
の
点
で
、
穣
多
非
人
等
に
か
ん
す
る

「
布
告
」
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

「
布
告
」
を
め
ぐ
る
諸
文
書
に
「
解
放
」
の
語
句
を
見
出
し
え
な

い
の
は
、
そ
れ
が
目
的
と
し
、
か
つ
実
現
し
た
内
容
に
と
っ
て
、
こ

の
表
現
が
不
適
当
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
娼
妓
、

下
人
、
罪
人
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
年
季
奉
公
、
監
禁
等
に
み
ら
れ
る
拘

、
、
、

束
的
支
配
を
社
会
内
の
底
辺
で
受
け
て
お
り
、
「
解
放
」
が
そ
れ
に
対

、
、

応
し
た
語
で
あ
っ
た
の
に
比
較
し
て
、
人
外
へ
の
制
度
的
排
除
の
廃

止
ｌ
社
会
内
へ
の
組
み
入
れ
と
い
う
賎
民
全
体
に
与
え
ら
れ
た
変
革

は
、
当
時
「
解
放
」
と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
「
解
放
」
の
語
は
多
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
理
由
で
も
っ
て
「
解
放
」
の
語
を
「
布
告
」
に
冠
す

る
と
す
れ
ば
、
「
娼
妓
解
放
令
」
の
布
告
や
、
同
類
と
考
え
ら
れ
る

下
人
や
罪
人
等
の
解
放
と
の
重
大
な
区
別
を
見
失
っ
て
し
ま
う
で
あ

せ
ら
れ
て
お
り
（
永
式
で
な
い
法
に
付
せ
ら
れ
る
）
、
永
式
・
非
永

式
と
い
う
形
で
の
分
離
の
要
因
が
働
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
『
法
令
全
書
』
第
一
巻
、
大
政
官
明
治
元
年
四
月
一
七
日
布
告
。

（
５
）
『
同
右
』
第
六
巻
ノ
｜
、
大
政
官
第
一
二
一
一
一
号
に
は
、
明
治
六
年

の
段
階
で
の
布
達
の
各
府
県
へ
の
到
達
所
要
日
数
が
記
さ
れ
て
い

る
。
最
長
は
宮
崎
の
一
二
日
で
あ
る
。

後
述
の
表
の
③
番
に
参
考
の
た
め
こ
の
日
数
を
記
し
て
お
い
た
。

た
だ
し
、
こ
の
日
数
は
、
四
年
の
段
階
と
異
な
り
、
著
し
く
府
県

数
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
触
頭
県
を
廃
止
し
、
直
接
太
政
官
か

ら
布
達
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
の
も
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
ま
で
府
県
段
階
で
の
公
布
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以

上
遅
れ
て
は
な
ら
な
い
基
準
と
し
て
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
単
純
に
穣
多
非
人
等
に
か
ん
す
る
「
布
告
」
の
到
達
状

況
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
６
）
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
資
料
篇
四
九
二
頁
。

（
７
）
高
市
光
男
編
著
『
愛
媛
部
落
史
資
料
』
一
一
六
七
’
八
頁
、
『
南
王

子
村
文
書
』
第
五
巻
六
八
五
’
六
頁
。

（
８
）
近
代
史
文
庫
『
明
治
初
期
農
民
運
動
史
料
』
第
一
号
に
詳
し
い
。

八
五
頁
に
は
、
農
民
に
対
し
て
「
全
ク
説
諭
之
不
及
処
よ
り
」

「
庄
屋
役
御
免
願
」
が
提
出
さ
れ
た
（
四
年
九
月
）
史
料
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
「
京
都
府
史
料
』
’
二
、
政
治
部
第
八
戸
□
類
。

（
Ⅲ
）
山
元
一
雄
『
日
本
警
察
史
』
一
七
五
’
七
頁
。
大
政
官
布
告
一
一
一
一

五
号
は
、
蓬
卒
・
清
亡
吏
・
取
締
組
な
ど
と
地
方
に
よ
っ
て
警
察
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'－， 

２５ 
里=／

'－， 

１８ 
、-ノ

グー、グー、'－，

１７１６１５ 
、－ノ、-／、-ノ

（
〃
）

（
坊
）

グー、／■、

１４１３ 
、＝／■＝ノ

グー、

１２ 
、＝／

（
ｕ
）
 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
荒
井
貢
次
郎
氏
は
「
部
落
史
研
究
へ
の
提

言
」
（
『
歴
史
手
帳
」
第
九
巻
一
一
号
）
で
、
東
日
本
は
「
布
告
」

の
対
象
と
し
て
猿
飼
・
乞
胸
を
含
む
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
乞
胸
の
身
分
は
町
籍
で
あ
り
、
直
接
賎
民
制
に
関
わ
る
の

は
乞
胸
頭
の
職
だ
け
で
あ
り
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
布

告
」
に
よ
っ
て
そ
の
職
だ
け
が
解
除
さ
れ
て
い
る
（
乞
胸
頭
も
身

分
は
町
籍
で
あ
る
）
。
ま
た
猿
飼
（
引
）
も
東
京
に
か
ぎ
れ
ば
明

治
初
頭
で
わ
ず
か
一
五
軒
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
弾
の
廓
内
に
居
住

し
て
い
た
た
め
に
、
議
多
身
分
に
ほ
ぼ
同
化
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
東
京
で
は
「
布
告
」
の
実
施
に
あ

た
り
猿
飼
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

戸
籍
法
第
一
一
一
二
則
。
ま
た
「
臣
民
一
般
…
…
」
は
第
一
則
。
第
一
一
一

一
一
則
は
次
の
よ
う
な
文
面
で
あ
る
。

穣
多
非
人
等
平
民
ト
戸
籍
ヲ
同
フ
セ
サ
ル
モ
ノ
、
如
キ
ハ
其
最
寄

ノ
区
ニ
テ
其
戸
長
へ
名
前
書
ヲ
出
サ
セ
其
人
員
男
女
ヲ
分
チ
戸
籍

表
二
書
入
し
差
出
シ
庁
ニ
テ
モ
戸
籍
表
一
一
入
ル
ル
コ
ト
式
ノ
如
ク

ス
ヘ
シ

人
見
彰
彦
「
解
放
運
動
史
に
関
す
る
諸
問
題
」
、
１
０
『
部
落
問

題
一
李
刊
調
査
と
研
究
』
、
鈴
木
良
「
日
本
近
代
史
研
究
に
お

け
る
部
落
問
題
の
位
置
」
『
歴
史
評
論
』
三
六
八
号
、
生
類
克
己

「
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
に
つ
い
て
」
『
部
落
解
放
研
究
』
第
二

｛ハロ言。

『
順
立
帳
』
「
明
治
四
年
十
九
」
東
京
都
公
文
書
館
、
『
東
京
市

史
稿
』
市
街
編
第
五
二
、
一
八
七
’
八
頁
。

官
吏
の
名
称
が
異
な
る
の
で
、
番
人
の
称
に
統
一
を
命
じ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
番
人
の
称
呼
は
元
の
穣
多
非
人
に
間
違
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
激
し
い
反
対
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

谷
□
勝
己
「
明
治
初
期
に
お
け
る
部
落
解
放
運
動
」
『
部
落
問
題

研
究
』
第
躯
号
三
五
頁
。
ま
た
八
木
山
部
落
の
遅
滞
の
例
は
「
上

坂
本
村
永
代
記
録
帳
」
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
四

巻
所
収
）
参
照
。
大
津
県
の
例
は
、
当
然
他
県
に
も
考
え
ら
れ
る

が
、
表
の
⑤
番
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
被
差
別
部
落
に
対
し
て
、

直
接
府
県
か
ら
告
示
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
ま
た
頭
（
村
）
支

配
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
般
村
の
行
政
機
構
と

は
別
ル
ー
ト
で
伝
達
さ
れ
る
た
め
抵
抗
が
な
さ
れ
て
も
効
果
は
な

い
。

坂
本
清
一
郎
家
所
蔵
。
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
資
料
編
四
九
二

頁
参
照
。

坂
本
清
一
郎
『
扉
を
開
く
』
一
一
三
頁
。

「
藩
法
集
』
Ｉ
岡
山
藩
下
、
九
二
八
頁
。
こ
の
史
料
は
同
書
で
あ

る
が
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
荒
井
貢
次
郎
氏
は
「
部
落
史
研
究
へ
の
提
言
」
（
『
歴
史
手

帳
』
第
九
巻
二
号
）
で
「
等
」
の
意
味
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
。

「
横
田
文
書
」
『
徳
島
県
部
落
史
関
係
史
料
集
』
２
。

『
京
都
府
史
料
」
「
政
治
部
戸
口
類
」
。

「
稔
多
非
人
等
之
称
被
廃
侯
義
御
布
告
井
藤
内
屋
舗
調
理
一
件
」

『
菊
地
文
書
』
金
沢
大
学
付
属
図
書
館
蔵
。

「
穣
多
非
人
長
吏
茶
笄
支
配
替
」
岩
国
徴
古
館
蔵
。
た
だ
、
長

／■、／￣、

３０２９ 
、－'、-ノ

グー、

２８ 
、_ノ

／■、／■、

３２３１ 
、-'、＝'

／￣、／■、グー、／￣、／■、

３７３６３５３４４３３ 
、=ノ、-ノエー"、､ノ、－ノ

／■、

２４４ 
、－ノ

（
弱
）

（
銘
）

グー、

２３ 
、－

／￣、／■、

２２２１ 
、-′、＝'

グー、／－，

２０１９ 
、-ノ、-ノ

大
磯
図
書
館
蔵
。
小
丸
俊
雄
「
相
模
国
に
於
け
る
近
世
賎
民
社
会

の
構
造
」
『
近
世
関
東
の
被
差
別
部
落
」

森
杉
夫
他
「
あ
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
』
岩
波
新
書

「
宮
崎
氏
石
炭
史
料
四
御
布
告
書
写
上
」
、
安
蘇
龍
生
「
壬

申
戸
籍
作
成
を
中
心
と
す
る
解
放
令
前
後
の
状
況
」
『
部
落
解
放

史
ふ
く
お
か
』
創
刊
号
。

『
順
立
帳
』
「
明
治
四
年
二
十
四
」
の
第
八
四
項
。

全
国
水
平
社
常
任
委
員
会
「
指
令
」
一
九
一
一
一
一
一
一
年
八
月
一
三
日

（
第
三
号
）
。

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
口
類
」

『
鳥
取
藩
史
」

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
□
類
」

『
一
一
一
重
県
史
料
六
」
「
政
治
部
祭
典
禁
令
三
重
県
」

「
小
野
家
文
書
」
『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
』
第
三
巻
一

一一一一一一一頁。

東
京
は
『
順
立
帳
』
「
明
治
四
年
二
十
四
」
の
第
八
四
項
。
京
都

は
『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
□
類
」
。

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
口
類
」
に
よ
る
と
、
「
布
告
」
と

共
に
悲
田
院
に
対
し
て
次
の
通
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

｜
、
市
中
辻
小
路
二
小
便
桶
ヲ
置
、
其
利
益
ヲ
取
来
侯
処
、
自
今

差
留
候
事

ま
た
『
同
右
』
塁
融
錐
塚
韓
制
度
部
禁
令
完
」
に
は
次
の
よ
う
な
布

告
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

市
中
辻
小
路
二
有
之
小
便
、
従
来
悲
田
院
ニ
テ
取
扱
来
候
処
、
此

吏
、
茶
笑
が
穣
多
非
人
と
は
異
な
る
身
分
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
、
宮
田
伊
津
美
氏
は
「
岩
国
領
の
被
差
別
民
に
つ
い
て
一
（
『

山
□
県
地
方
史
研
究
』
第
四
四
号
）
で
否
定
的
に
述
べ
て
お
ら

れ
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
右
史
料
は
同
氏
の
提
供
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

「
鳥
取
県
史
料
一
Ｅ
「
鳥
取
県
歴
史
」
制
度
｜

大
蔵
省
は
、
「
布
告
」
末
尾
の
租
税
に
か
ん
す
る
処
理
の
み
な
ら

ず
全
般
的
な
指
令
を
出
し
て
い
る
。
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第

五
一
一
、
一
六
六
’
七
頁
参
照
。

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
口
類
」
。

以
上
出
典
は
『
三
重
県
史
料
』
、
『
大
阪
府
令
集
』
、
『
南
王
寺

村
文
書
』
第
五
巻
、
『
保
古
比
呂
飛
』
、
「
岡
三
淵
村
御
触
書
控

帳
」
『
三
次
市
部
落
解
放
運
動
史
」
、
『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係

史
料
集
」
、
『
愛
媛
県
部
落
史
資
料
」
か
ら
。

中
尾
健
次
「
近
世
に
お
け
る
差
別
意
議
の
構
造
」
『
部
落
解
放
研

究
』
第
一
一
五
号
。

た
だ
し
、
「
底
辺
」
と
「
外
」
と
は
完
全
に
切
り
離
せ
な
い
関
係

に
あ
る
。
近
世
ま
で
の
賎
民
制
の
特
徴
は
「
外
」
に
重
心
が
置
か

れ
、
「
底
辺
」
が
従
属
的
な
位
置
に
あ
る
に
た
い
し
て
、
近
代
以

降
は
重
心
が
逆
転
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
布
告
」
は
、
近
世
賎
民
制
の
軸
で
あ
っ
た
穣
多
非
人
を
念
頭
に

お
い
て
考
え
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
穂
多
非
人
以
外
の
賎
民
が
実

質
的
に
い
な
い
東
京
を
射
程
に
入
れ
て
当
初
作
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
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／戸、

４９ 
、￣

グー、／￣、／凸、

４８４７４６ 
、-'、－ノ、＝ノ

／声、／■、／■、／■、

４５４出４４３４２
、.／、_”、‐'Ｎ_〆

'－， 

４１ 
、－ノ

（
釦
）

（
印
）

／■、／－，

５２５１ 
、､ソ、=／

（
弱
）

（
製
）

（
弱
）

／■、〆■、／＝、

５８５７５６ 
、-ノ館.”、＝ノ

度
廃
止
候
条
、
（
中
略
）
一
ケ
年
之
出
金
高
入
札
封
書
ヲ
以
、
来

ル
十
月
十
五
日
当
府
へ
可
差
出
侯
事
（
中
略
）

辛
未
九
月
晦
日

京
都
府

『
順
立
帳
』
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
五
二
、
二
四
九
’
’
’
五

○
頁

高
市
光
男
編
著
『
愛
媛
部
落
史
資
料
』
。
ま
た
同
様
の
史
料
は
、

安
濃
津
県
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
る
（
「
上
野
市
岩
名
家
文
書
」

『
三
重
県
部
落
史
料
集
《
近
代
編
》
』
）
。

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
口
類
」

『
順
立
帳
』
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
五
二
、
一
七
二
頁
。

『
同
右
」
一
六
六
’
七
頁
。

「
未
松
家
文
書
」
。
『
部
落
解
放
史
ふ
く
お
か
」
創
刊
号
に
安
蘇

龍
生
氏
が
紹
介
。

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
口
類
」

林
屋
辰
三
郎
編
『
文
明
開
化
の
研
究
』
所
収
。

「
池
尾
公
民
館
文
書
」
『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
』
第
三

巻
二
○
四
頁
。

『
播
磨
国
皮
田
村
文
書
』
の
「
下
此
地
村
議
定
書
」
（
四
六
頁
）

も
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。

民
衆
の
こ
う
し
た
「
布
告
」
理
解
は
、
左
に
引
用
し
た
官
側
の
史

料
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
（
傍
点
は
引
用
者
）
。

〈
「
御
布
令
書
丼
諸
廻
章
写
」
『
浦
福
田
村
文
書
』
〉

左
ノ
通
相
布
令
候
、
い
つ
れ
も
心
得
達
ヒ
コ
レ
無
キ
様
ト
ク
ト
申

聞
ケ
侯
事

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

為
同
様
旨
御
達
相
成
候
処
、
御
布
令
取
違
上
穣
多
中
二
於
一
プ
俄
二

、
、
、
、
、
、
、
、

仕
来
侯
職
業
相
改
〆
、
遂
ニ
ハ
生
業
ノ
道
。
／
失
上
侯
者
モ
有
之
趣

相
聞
候
。
右
ハ
全
ク
是
マ
テ
仕
来
侯
職
業
ハ
即
チ
平
民
ノ
職
業
一
一

侯
条
、
此
旨
得
卜
相
心
得
生
業
ノ
見
留
無
之
者
猩
一
一
職
業
相
改
申

間
敷
此
旨
達
候
也

（
大
分
県
立
図
書
館
所
蔵
、
新
藤
東
洋
男
『
部
落
解
放
運
動
の
史

的
展
開
」
よ
り
重
引
）

「
北
田
家
文
書
」
『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
』
第
三
巻
一
一
一

三
一
頁
。

『
岡
山
県
史
料
五
十
四
』
「
旧
小
田
県
歴
史
時
変
騒
擾
八
」

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ひ
ろ
た
・
ま
さ
き
「
美
作
血
税
一
侯
に

関
す
る
若
干
の
問
題
」
『
文
明
開
化
と
民
衆
意
識
』
に
詳
し
い
。

た
だ
氏
は
、
部
落
襲
撃
の
直
接
的
原
因
を
「
村
落
共
同
体
の
〃
掃

除
〃
機
能
が
全
く
停
止
し
て
し
ま
う
危
機
感
」
（
’
九
七
頁
）
に

求
め
て
お
ら
れ
る
が
そ
の
点
が
氏
の
優
れ
た
論
文
に
あ
っ
て
唯
一

説
得
力
に
欠
け
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

「
飾
磨
県
告
請
書
」
「
辛
夫
十
二
月
公
文
録
諸
県
之
部
全
』

乞
食
等
の
禁
止
は
、
当
時
中
央
Ｉ
地
方
の
布
達
に
数
多
く
見
ら
れ

全
国
的
な
規
模
で
政
策
的
に
進
め
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

尾
崎
行
也
「
明
治
初
期
の
『
部
落
』
解
放
運
動
」
『
信
濃
』
第
二

三
巻
第
七
号
。

中
西
義
雄
「
日
本
皮
革
産
業
の
発
展
」
『
部
落
問
題
研
究
』
五
号
。

高
市
編
著
『
愛
媛
部
落
史
資
料
』
二
七
八
頁
。

『
京
都
府
史
料
』
「
政
治
部
戸
口
類
」
。
ま
た
要
約
し
た
も
の
が

／￣、／■、

６０５９ 
、_ノ、‐ノ

〈
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
一
月
五
日
の
大
分
県
「
達
」
・
『
県

治
概
略
ｌ
自
辛
未
十
一
月
至
壬
申
五
月
１
』
〉

去
ル
辛
未
八
月
中
穣
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
身
分
職
業
ト
モ
平
民
可

先
般
穣
多
非
人
ノ
称
廃
せ
ら
れ
候
、
付
て
は
厚
ク
相
示
置
候
趣
も

か

侯
処
、
ト
カ
ク
旧
染
去
か
た
き
レ
ニ
り
歎
、
旧
民
新
民
た
か
ひ
に
相

凌
き
随
僻
を
生
し
、
動
も
す
れ
は
故
障
を
醸
し
侯
趣
相
聞
侯
段
、

ふ
ら
ち

朝
］
曰
に
背
き
不
埒
ノ
事
二
侯
、
且
ま
た
新
民
ド
モ
牛
馬
の
皮
を
剥

く
等
を
も
っ
て
世
業
と
仕
来
侯
処
、
旧
称
を
廃
せ
ら
れ
て
よ
り
其

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

身
分
成
立
者
ド
モ
右
旧
業
を
営
め
〈
、
朝
廷
ノ
御
趣
意
二
違
ふ
な

、
、
、
、
、
、

と
い
ひ
触
し
侯
に
取
惑
ひ
、
家
産
ノ
道
を
矢
ひ
難
渋
二
落
入
侯
者

あ
い
き
こ
え

少
か
ら
す
趣
も
相
聞
、
以
ノ
外
ノ
事
二
侯
、
元
来
身
分
職
業
同
一

一
一
相
成
侯
以
上
ハ
、
新
民
旧
民
ノ
差
別
な
き
ハ
勿
論
ノ
事
―
―
て
、

職
柄
二
寄
身
の
尊
卑
に
係
ル
事
あ
る
へ
か
ら
す
、
殊
二
牛
馬
の
た

だ
お

く
ひ
〈
皮
骨
角
爪
二
い
た
る
ま
で
世
の
中
必
用
ノ
ロ
、
に
て
、
蕊
れ

む
な
し
く

侯
ト
モ
其
マ
マ
土
中
二
埋
め
謂
ワ
レ
無
ク
世
の
宝
を
空
敷
い
た
し

し
わ
ざ

候
道
理
〈
あ
る
ま
し
き
仕
業
な
れ
〈
、
右
様
ノ
フ
ッ
ッ
カ
》
の
る
ま

ひ
つ
き
よ
う

し
く
、
畢
寛
庶
民
各
其
処
を
得
て
相
互
に
懇
親
を
結
ひ
安
穏
に
渡

世
致
し
候
こ
そ
、
第
一
朝
廷
ノ
御
趣
意
二
候
得
は
、
一
周
御
趣
意

ノ
程
ヲ
畏
ミ
奉
り
決
て
心
得
達
ノ
者
コ
レ
無
キ
様
、
懇
切
に
申
諭

ス
ベ
キ
も
の
也

壬
申
四
月

広
島
県

（
竹
原
書
院
図
書
館
所
蔵
、
広
島
部
落
解
放
研
究
所
、
橋
本
敬
一

・
昭
子
氏
、
天
野
安
治
氏
の
提
供
に
よ
る
）

『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
三
巻
「
大
蔵
省
沿
革
志
」

戸
籍
の
部
に
あ
る
。

『
同
右
」
「
大
蔵
省
沿
革
志
」
一
一
一
三
一
一
一
頁
。

各
府
県
の
う
ち
で
、
特
に
岐
阜
県
の
「
租
法
摘
要
」
（
『
岐
阜
県

史
」
資
料
編
近
世
三
）
に
み
ら
れ
る
「
壬
申
御
指
令
書
」
（
八

七
’
九
頁
）
は
代
表
的
な
史
料
で
あ
る
（
渡
辺
広
氏
御
教
示
に
よ

る
）
。

「
壬
申
御
指
令
書
・
’

一
兀
穣
多
非
人
屋
敷
除
地
引
直
之
儀
二
付
伺
書

反別一町三反六畝拾二歩美濃国本興部
一
、
屋
敷
反
別
一
反
八
畝
七
歩

見
延
村

此
貢
米
二
斗
八
升
三
合
但
反
米
一
斗
五
升
五
合

（
以
下
三
一
村
略
）

合
貢
米
一
石
三
斗
九
升
八
合

右
ハ
、
当
県
下
美
濃
国
ノ
内
、
元
穣
多
、
番
非
人
共
唐
屋
敷
、
従

来
地
税
除
掲
之
分
、
辛
未
八
月
中
御
布
令
二
基
キ
取
調
侯
処
、
前

書
之
通
二
御
座
侯
、
右
〈
何
レ
モ
村
端
山
陰
等
、
痔
薄
之
土
地
一
一

居
住
致
シ
来
候
儀
相
違
無
之
二
付
、
今
度
大
縄
場
二
引
直
シ
、
当

壬
申
年
ヨ
リ
書
面
ノ
貢
米
為
相
納
申
度
、
依
之
此
段
相
同
侯
也

明
治
壬
申
五
年
五
月
廿
七
日

岐
阜
県

大
蔵
省
御
中

他
に
、
東
京
は
註
（
必
）
に
同
じ
。
品
川
は
『
東
京
市
史
稿
」
市

街
編
第
五
一
一
、
三
四
七
’
一
一
一
五
○
頁
。
神
山
は
註
（
訂
）
’
’
八
一

’
一
一
頁
。
広
島
は
『
三
次
市
部
落
解
放
運
動
史
』
’
’
’
七
’
八
頁
所
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／■、

６３ 
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（
田
）

（
Ⅲ
）
 

／￣、

６７ 
、＝'

（
閉
）

収
史
料
「
岡
三
淵
村
御
触
書
控
帳
」
。
京
都
は
註
（
略
）
に
同

じ
。
岡
山
は
註
（
ｕ
）
に
同
じ
。

『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
一
一
・
二
一
一
号
所
収
。

こ
の
小
論
が
す
で
に
二
度
に
わ
た
っ
て
『
部
落
問
題
研
究
』
（
六

六
・
七
○
号
）
に
大
き
く
紙
面
を
割
い
て
紹
介
さ
れ
、
高
い
評
価

を
得
た
こ
と
は
、
執
筆
者
と
し
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
七
○
号
に
収
録
さ
れ
た
池
田
敬
正
氏
の
論
文
中
の

紹
介
を
読
む
に
つ
れ
て
、
拙
稿
に
た
い
す
る
誤
読
・
曲
解
ぶ
り
に

驚
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
は
な
は
だ
し
い
場
合
は
、
私
が
あ
え
て

否
定
（
保
留
）
し
た
箇
所
を
取
り
あ
げ
て
、
私
が
批
判
（
保
留
）

し
て
い
る
こ
と
を
記
載
せ
ず
に
、
そ
れ
を
私
の
見
解
と
し
て
池
田

氏
が
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
氏
は
、
私
が
そ
の
部
分
を

否
定
（
保
留
）
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
さ
れ
た
の
だ
と
思

う
が
、
読
者
に
誤
っ
た
認
識
を
与
え
る
こ
う
し
た
記
述
は
、
「
近

・
現
代
部
落
史
の
成
果
と
課
題
」
と
題
さ
れ
た
論
稿
の
性
格
か
ら

み
て
、
な
お
さ
ら
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

賎
民
の
国
家
へ
の
統
合
は
、
「
清
抜
」
な
ど
の
宗
教
的
表
現
を
伴

っ
た
（
高
知
・
愛
媛
・
度
会
）
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
生
瀬
克

己
「
い
わ
ゆ
る
『
解
放
令
』
に
つ
い
て
」
『
部
落
解
放
研
究
』
第
二

六
号
に
詳
し
い
の
で
省
略
す
る
。
氏
は
、
こ
の
事
実
に
過
大
な
評

価
を
し
て
お
ら
れ
る
が
、
「
布
告
」
の
法
的
拘
束
力
に
含
ま
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
戸
籍
法
に
よ
っ
て
氏
子
加
入
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

静
岡
県
は
明
治
六
年
三
月
の
告
諭
（
『
明
治
初
期
静
岡
県
史
料
』

引
用
者
「
明
治
初
期
被
差
別
部
落
関
係
史
料
（
１
）
」
『
部
落
解

放
研
究
』
第
二
八
号
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
「
称
号
廃
止
」
に
つ
い
て
は
註
（
遇
の
引
用
な
ど

を
参
照
。

『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
五
一
一
一
巻
、
五
○
○
’
五
一
一
八
頁
の

「
娼
妓
解
放
令
出
ヅ
」
の
項
参
照
。
た
と
え
ば
五
二
頁
に
は
、

大
蔵
大
輔
弁
上
馨
か
ら
東
京
府
に
た
い
す
る
達
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
「
今
般
人
身
売
買
厳
禁
、
娼
妓
解
放
被
一
一
仰
出
一
侯

付
」
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
右
の
項
全
体
を
通
し
て
同
様

「
太
政
官
布
告
第
六
一
号
」
な
い
し
「
四
四
八
号
」
と
い
う
略
称

が
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
『
解
放
令
』

成
立
過
程
の
研
究
」
上
（
『
部
落
解
攻
研
究
』
第
一
二
号
）
で
述

べ
た
。

の
表
現
が
多
数
見
ら
れ
る
。

（
髄
）

グー、

６５ 
、-'

／■、

6`４ 
ミ.ノ

第
三
巻
、
八
五
頁
）
。
松
山
・
右
鉄
・
宇
和
島
県
は
高
市
編
著

『
愛
媛
部
落
史
資
料
』
二
六
七
’
八
頁
・
一
一
一
七
四
’
五
頁
・
一
一
七

四
’
五
頁
。
堺
県
は
『
南
王
子
村
文
書
』
第
五
巻
、
六
八
五
’
六

頁
。

高
知
県
は
『
保
古
飛
呂
比
』
五
、
一
一
二
五
’
六
頁
。
山
口
県
は
北

川
健
「
明
治
前
期
山
□
県
の
未
解
放
部
落
問
題
」
（
『
山
口
県
地

方
史
研
究
』
第
三
一
号
）
。
飾
磨
県
は
「
飾
磨
県
告
諭
書
」
「
辛

未
十
二
月
公
文
録
諸
県
之
部
全
』
。
高
松
県
は
三
好
昭
一

郎
「
被
差
別
部
落
の
形
成
と
展
開
』
一
一
一
六
二
頁
。
高
取
県
は
『
奈

良
県
同
和
事
業
史
』
資
料
編
、
四
九
二
頁
。
安
濃
津
県
は
『
一
一
一
重

県
部
落
史
料
集
』
近
代
編
、
二
一
頁
。

白
石
正
明
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
大
正
九
年
の
新
聞
に
、
こ
の

表
現
が
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一
○
年
に
は

佐
野
学
が
「
特
殊
部
落
民
解
放
論
」
《
「
解
放
』
大
正
一
○
年
七

月
号
》
で
こ
の
語
を
使
っ
て
い
る
）
。
た
だ
、
そ
れ
以
前
か
ら
、

す
で
に
「
布
告
」
に
「
解
放
」
の
語
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
喜
田
貞
吉
は
、
『
特
殊
部
落
研
究

号
』
（
『
民
族
と
歴
史
』
第
二
巻
第
一
号
、
大
正
八
年
七
月
）
で

「
明
治
四
年
穣
多
非
人
解
放
の
際
」
と
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
解
放
令
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
当
時
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

た
と
え
ば
浅
草
亀
岡
町
の
小
林
権
七
（
弾
直
樹
の
元
手
代
）
に
よ

る
東
京
府
に
宛
て
た
建
白
書
に
は
、
「
如
此
ナ
レ
バ
何
レ
ノ
曰
力

、
、
、
、

醜
俗
ヲ
変
遷
シ
テ
往
年
民
籍
編
入
ノ
降
恩
一
一
報
セ
ン
ャ
ー
一
（
傍
点




